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第１章 公営住宅等長寿命化計画の背景・目的等 

 

１．計画策定の背景 

わが国では、少子高齢社会、人口・世帯減少社会を迎えたことから、公営住宅を含む住生活

全体のあり方について見直しが行われ、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現す

るため、平成 18（2006）年 6 月に住生活基本法が制定されました。この住生活基本法の制定

により、住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備するとともに、公営

住宅の役割も住環境を含めた質の向上へと変わり、維持管理においては対処療法型から予防

保全型へ、「良いものをきちんとメンテナンスし、長く大切に使う」という方向へと転換が図

られました。 

このような社会的背景のもと、公営住宅分野については、需要を的確に把握し、更新期を迎

えつつある老朽化した公営住宅の効率的かつ円滑な更新を行いながら、長寿命化を図り、ラ

イフサイクルコスト（LCC）の縮減（将来の財政負担の縮減）につなげていくことが重要と

なっています。 

北秋田市（以下、「本市」という。）では、令和２（2020）年度に、令和 11 年（2029）度を

計画年次とする「第２期公営住宅等長寿命化計画（以下、「本計画」という。）」を策定し、公

営住宅の建替えや住宅改善等の取り組みを進めてきました。 

今後も計画的な修繕・改善により長寿命化を図りつつ、建替・用途廃止などにより需要に合

わせた公営住宅等の効率的・効果的なストックマネジメントが求められます。 

 

２．計画の目的 

本計画は、本市における公営住宅の状況やニーズを踏まえ、予防保全的な観点から適切な

事業手法を選定し、中長期的な見通しに基づいた事業計画を定め、LCCの縮減と事業費の平

準化を図ることを目的とします。 

なお今回は、本計画期間の後期に該当するものとして、現況データの時点補正や入居者意

向調査、ストック推計を更新しながら、事業の進捗状況等を踏まえた見直しを行います。 

 

３．計画期間 

本計画は、令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度までの 10 年間を計画期間とし、

今回は中間見直しとします。 
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４．公営住宅等の状況 

令和 7（2025）年４月１日時点で、31 団地 265 棟 523 戸の市営住宅等が整備されています。 

 

表 市営住宅等一覧 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

うち政策

空家

1 鷹巣 公営 南鷹巣団地 木造、簡易耐火 1、2 S53～55

木造 1 H28～R3

2 胡桃館団地 木造、簡易耐火 1、2 S56～58 8 28 17 11 2

3 高野尻団地 木造 1 H11～12

H13～14

4 宮前町団地 中層耐火 4 H27 1 40 39 1 0

5 単独 サンコーポラスなかたい住宅 高層耐火 5 H9 1 40 14 26 2

小計 5団地 84 277 213 64 7

6 合川 公営 鳥屋岱団地 木造、簡易耐火 1 S52～53 12 20 3 17 17

7 明田団地 木造 1 S54～55 17 17 12 5 5

8 林岱団地 木造、簡易耐火 1 S56～58 28 29 14 15 2

9 松ヶ丘団地 木造 1 S60、H1 15 15 9 6 0

10 下杉団地 木造 1 S63 5 5 3 2 1

11 田の沢団地 木造 1、2 H11～12

1 H13

12 上杉駅前団地 木造 1 H18 3 5 4 1 0

13 特公 上杉団地 木造 1 H9 6 6 3 3 0

小計 8団地 92 119 65 54 25

14 森吉 公営 長野岱団地 木造 1 S60

R6

15 陣場岱団地 木造 1 H3 3 3 2 1 0

16 松山町団地 木造 2 H4 6 6 5 1 0

17 御嶽団地 木造 1 H5 5 10 4 6 0

18 伊勢ノ森団地 木造 2 H5 10 10 6 4 1

19 上野第2団地 木造 1 H10 4 4 4 0 0

20 伊勢ノ森第2団地 木造 2 H10 4 4 4 0 0

21 冷水岱団地 木造 1 H14 3 10 10 0 0

22 単独 上野住宅 木造 1 H9 1 6 3 3 1

23 陣場岱第2住宅 木造 1 H10 2 4 4 0 0

24 特公 諏訪岱団地 木造 2 H11 4 4 3 1 0

25 米内沢駅前団地 木造 2 H13 5 5 5 0 0

小計 12団地 57 76 60 16 2

26 阿仁 公営 比立内団地 木造 1 S55～56 10 10 6 4 0

27 三両団地 木造 1 S57 4 4 3 1 0

28 上岱団地 木造 1 S62 6 6 5 1 0

29 上新町団地 木造 2 H1、H6 5 10 4 6 0

30 畑町団地 木造 1 H21～22

R4

31 東裏団地 木造 1 R5 3 6 6 0 0

小計 6団地 32 51 36 15 0

合計 31団地 265 523 374 149 34

公営住宅 246 458 342 116 31

特定公共賃貸住宅 15 15 11 4 0

市単独住宅 4 50 21 29 3

4 15 12 3 0

10 10 10 0 0

6 22 17 5 0

33 40 38 2 0

32410512941

空家戸数

(戸)
No. 地区 種別 団地名 構造 階数 建設年度

棟数

(棟)

管理戸数

(戸)

入居戸数

(戸)

目標年次における耐用年限の経過状況

耐用年限の1/2未満：143戸

耐用年限1/2以上耐用年限未満：51戸

耐用年限以上：329戸
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資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 市営住宅等分布図 
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① 地区別・構造別住戸数 

523 戸のうち約 6 割が木造平屋となっており、鷹巣地区に 103戸、合川地区に 97戸整備さ

れています。鷹巣地区にはその他に簡易耐火構造二階建て、中層・高層耐火構造の住戸、合川

地区には木造二階建て、簡易耐火平屋建ての住戸が整備されています。森吉地区と阿仁地区

は木造のみとなっています。 

 

  
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 地区別構造別戸数・割合 

 

表 地区別構造別戸数・割合 

単位：戸 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

  

55.1%

9.4%2.3%

18.0%

7.6%
7.6% 木平

木二

簡平

簡二

中層耐火

高層耐火

0 50 100 150

木平

木二

簡平

簡二

中層耐火

高層耐火

（戸）

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

木平 木二 簡平 簡二 中層耐火 高層耐火 計

103 0 0 94 40 40 277

37.2% 0.0% 0.0% 33.9% 14.4% 14.4% 100.0%

97 10 12 0 0 0 119

81.5% 8.4% 10.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

47 29 0 0 0 0 76

61.8% 38.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

41 10 0 0 0 0 51

80.4% 19.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

288 49 12 94 40 40 523

55.1% 9.4% 2.3% 18.0% 7.6% 7.6% 100.0%
計

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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② 地区別・建築年度別住戸数 

523 戸のうち 120戸（22.9％）が旧耐震基準の昭和 55 年度以前に建築されています。鷹巣

地区に 78 戸、合川地区に 37 戸、阿仁地区に 5戸あります。 

地区別にみると、鷹巣地区は昭和 55 年度以前に建築された住戸が最も多く、合川地区は昭

和 56～60 年度、森吉地区では平成 8～12 年度、阿仁地区では平成 18～22 年度となっていま

す。 

 

  
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 地区別建築年度別戸数・割合 

 

表 地区別建築年度別戸数・割合 

単位：戸 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

  

22.9%

15.7%

4.2%
4.4%

23.3%

6.3%

3.4%
7.6%

9.0%

3.1%
S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

H23～Ｈ27

H28～R2

R3～R6

0 50 100

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

H23～Ｈ27

H28～R2

R3～R6

（戸）

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

S51～

S55

S56～

S60

S61～

H2

H3～

H7

H8～

H12

H13～

H17

H18～

H22

H23～

Ｈ27

H28～

R2

R3～

R6
計

78 28 0 0 64 16 0 40 47 4 277

28.2% 10.1% 0.0% 0.0% 23.1% 5.8% 0.0% 14.4% 17.0% 1.4% 100.0%

37 39 10 0 26 2 5 0 0 0 119

31.1% 32.8% 8.4% 0.0% 21.8% 1.7% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 6 0 19 32 15 0 0 0 4 76

0.0% 7.9% 0.0% 25.0% 42.1% 19.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 100.0%

5 9 12 4 0 0 13 0 0 8 51

9.8% 17.6% 23.5% 7.8% 0.0% 0.0% 25.5% 0.0% 0.0% 15.7% 100.0%

120 82 22 23 122 33 18 40 47 16 523

22.9% 15.7% 4.2% 4.4% 23.3% 6.3% 3.4% 7.6% 9.0% 3.1% 100.0%

阿仁地区

計

鷹巣地区

合川地区

森吉地区
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③ 建築年度別・住戸規模別住戸数 

523 戸のうち 50～60 ㎡の住戸が 40.0％で最も多く、次いで 60～70 ㎡が 24.7％となってい

ます。平成 7 年度以前は 50 ㎡以上の住戸が整備されていますが、平成 8 年度以降は 50 ㎡未

満の住戸も整備されるようになり、平成 23～令和 2 年度には 30～40 ㎡の住戸が主に整備さ

れています 

 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 建築年度別住戸規模別戸数・割合 

 

表 建築年度別住戸規模別戸数・割合 

単位：戸 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

14.7%

8.8%

40.0%

24.7%

5.9%
5.9%

30～40㎡

40～50㎡

50～60㎡

60～70㎡

70～80㎡

80㎡～

30～40㎡ 40～50㎡ 50～60㎡ 60～70㎡ 70～80㎡ 80㎡～ 計

0 0 68 52 0 0 120

0.0% 0.0% 56.7% 43.3% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 42 40 0 0 82

0.0% 0.0% 51.2% 48.8% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 16 6 0 22

0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 27.3% 0.0% 100.0%

0 0 0 13 4 6 23

0.0% 0.0% 0.0% 56.5% 17.4% 26.1% 100.0%

16 14 59 1 12 20 122

13.1% 11.5% 48.4% 0.8% 9.8% 16.4% 100.0%

0 4 20 2 2 5 33

0.0% 12.1% 60.6% 6.1% 6.1% 15.2% 100.0%

0 0 9 2 7 0 18

0.0% 0.0% 50.0% 11.1% 38.9% 0.0% 100.0%

28 4 6 2 0 0 40

70.0% 10.0% 15.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0%

29 12 5 1 0 0 47

61.7% 25.5% 10.6% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%

4 12 0 0 0 0 16

25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

77 46 209 129 31 31 523

14.7% 8.8% 40.0% 24.7% 5.9% 5.9% 100.0%

H18～H22

H28～R2

計

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

R3～R6

H13～H17

H23～H27
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④ 住戸タイプ別住戸数 

523 戸のうち 3DK が 146 戸（27.9％）で最も多く、次いで 3LDK が 135 戸（25.8％）、

2LDK が 100戸（19.1％）となっています。 

 

表 0-1 住戸タイプ別戸数・割合 

単位：戸 

    

 

 

 

 

 

 

資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

          図 住戸タイプ別割合 

 

 

 

  

タイプ 戸数 割合

1DK 77 14.7%

1LDK 59 11.3%

2LDK 100 19.1%

3DK 146 27.9%

3LDK 135 25.8%

4LDK 6 1.1%

計 523 100.0%

14.7%

11.3%

19.1%
27.9%

25.8%

1.1%

1DK

1LDK

2LDK

3DK

3LDK

4LDK
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⑤ 建築年別・構造別住戸数 

523 戸のうち 120戸（22.9％）が旧耐震基準の昭和 55 年度以前に建築されており、木造が

40 戸、簡易耐火が 80 戸となっています。 

木造は平成 23～27 年度を除いて幅広く整備されており、最も多いのは平成 8～12 年度の

82 戸、次いで昭和 56～60 年度の 56戸、平成 28～令和 2 年度の 47 戸となっています。 

簡易耐火構造はすべて昭和 60 年度以前、中層耐火は平成 23～27 年度、高層耐火は平成 8

～12 年度に整備されています。 

 

  
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 構造別割合 

 

表 建築年度別構造別戸数・割合 

単位：戸 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

  

22.9%

15.7%

4.2%
4.4%

23.3%

6.3%

3.4%
7.6%

9.0%

3.1%
S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

H23～Ｈ27

H28～R2

R3～R6

0 50 100

S51～S55

S56～S60

S61～H2

H3～H7

H8～H12

H13～H17

H18～H22

H23～Ｈ27

H28～R2

R3～R6

（戸）

木造

簡易耐火

中層耐火

高層耐火

S51～

S55

S56～

S60

S61～

H2

H3～

H7

H8～

H12

H13～

H17

H18～

H22

H23～

Ｈ27

H28～

R2

R3～

R6
計

40 56 22 23 82 33 18 0 47 16 337

11.9% 16.6% 6.5% 6.8% 24.3% 9.8% 5.3% 0.0% 13.9% 4.7% 100.0%

80 26 0 0 0 0 0 0 0 0 106

75.5% 24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

120 82 22 23 122 33 18 40 47 16 523

22.9% 15.7% 4.2% 4.4% 23.3% 6.3% 3.4% 7.6% 9.0% 3.1% 100.0%

木造

簡易耐火

中層耐火

高層耐火

計
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⑥ 耐用年限の経過状況 

523 戸のうち 42.6％（223 戸）が耐用年限を超過しており、木造の 41.8％（141 戸）、簡易

耐火構造一階建ての全住戸、簡易耐火構造二階建ての 74.5％（70 戸）が該当します。該当す

る住戸が含まれる団地は、南鷹巣団地をはじめ 15 団地です。 

木造の 39.5％（133戸）と簡易耐火構造二階建ての 25.5％（24戸）は耐用年限の 1/2 を経

過しています。 

 

 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

図 耐用年限経過状況別割合 

 

表 耐用年限経過状況別構造別戸数・割合 

単位：戸 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

※耐用年限：木造及び簡易耐火 1F…30 年、簡易耐火 2F…45 年、耐火…70 年 

 

  

27.3%

30.0%

42.6%

耐用年限の1/2未満

耐用年限の1/2以上

耐用年限未満

耐用年限以上

耐用年限の1/2未満
耐用年限の1/2以上

耐用年限未満
耐用年限以上 計

63 133 141 337

18.7% 39.5% 41.8% 100.0%

0 0 12 12

0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

0 24 70 94

0.0% 25.5% 74.5% 100.0%

80 0 0 80

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

143 157 223 523

27.3% 30.0% 42.6% 100.0%
計

簡易耐火2F

木造

簡易耐火1F

耐火

南鷹巣団地 

胡桃館団地 

鳥屋岱団地 

明田団地 

林岱団地 

松ヶ丘団地 

下杉団地 

長野岱団地 

陣場岱団地 

松山町団地 

御嶽団地 

比立内団地 

三両団地 

上岱団地 

上新町団地 
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⑦ 付帯設備・共同施設の状況 

 

表 団地別付帯設備・共同施設の状況 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

※3 点給湯：台所、浴室、洗面所の給湯を 1 台のガス給湯器や電気温水器でまかなうシステム 

 

 

  

No. 地区 団地名 構造 階数 建設年度
棟数

(棟)

管理

戸数

(戸)

3点

給湯
EV 駐車場

児童

遊園
集会所

下水道

整備

木造、簡易耐火 1、2 S53～S55 23 78 × ×

木造 1 H28～R3 18 51 ○ ○

2 胡桃館団地 木造、簡易耐火 1、2 S56～58 8 28 × × × × × ○

3 高野尻団地 木造 1 H11～14 33 40 ○ × × × × ○

4 宮前町団地 中層耐火 4 H27 1 40 ○ ○ × × × ○

5 サンコーポラスなかたい住宅 高層耐火 5 H9 1 40 × ○ ○ ○ ○ ○

6 合川 鳥屋岱団地 木造、簡易耐火 1 S52～53 12 20 × × × × × ×

7 明田団地 木造 1 S54～55 17 17 × × × ○ × ○

8 林岱団地 木造、簡易耐火 1 S56～58 28 29 × × × ○ × ○

9 松ヶ丘団地 木造 1 S60、H1 15 15 × × × × × ○

10 下杉団地 木造 1 S63 5 5 × × × × × ○

11 田の沢団地 木造 1、2 H11～13 6 22 ○ × × × × ○

12 上杉駅前団地 木造 1 H18 3 5 ○ × × × × ○

13 上杉団地 木造 1 H9 6 6 × × × × × ○

S60 6 6 ×

R6 4 4 ○

15 陣場岱団地 木造 1 H3 3 3 × × × × × ×

16 松山町団地 木造 2 H4 6 6 × × × × × ○

17 御嶽団地 木造 1 H5 5 10 × × × × × ○

18 伊勢ノ森団地 木造 2 H5 10 10 × × × × × ○

19 上野第2団地 木造 1 H10 4 4 × × × × × ○

20 伊勢ノ森第2団地 木造 2 H10 4 4 × × × × × ○

21 冷水岱団地 木造 1 H14 3 10 × × × × × ○

22 上野住宅 木造 1 H9 1 6 × × × × × ○

23 陣場岱第2住宅 木造 1 H10 2 4 × × × × × ×

24 諏訪岱団地 木造 2 H11 4 4 × × × × × ○

25 米内沢駅前団地 木造 2 H13 5 5 × × × × × ○

26 阿仁 比立内団地 木造 1 S55～56 10 10 × × × × × ×

27 三両団地 木造 1 S57 4 4 × × × × × ○

28 上岱団地 木造 1 S62 6 6 × × × × × ○

29 上新町団地 木造 2 H1、H6 5 10 × × × × × ○

30 畑町団地 木造 1 H21～22、R4 4 15 ○ × × × × ○

31 東裏団地 木造 1 R5 3 6 ○ × × × × ○

- - - 265 523 - - - - - -合計

×××× ○森吉 1木造長野岱団地14

南鷹巣団地1 ×○××鷹巣
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５．入居者の状況 

① 入居世帯の地区別世帯構成 

市営住宅の入居世帯は 374 世帯で、鷹巣地区が 213 世帯と全体の入居世帯の 57.0％を占め

ています。世帯構成では 1 人世帯が全体の約 6 割、2 人世帯が 25.9％を占めています。地区

別にみると、鷹巣地区と阿仁地区で 1 人世帯が半数以上を占めています。 

 

表 地区別入居世帯状況 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 
図 地区別世帯人員別世帯構成 

 
図 世帯人員別世帯構成 

資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

入居世帯数 世帯員数

（世帯） （割合） 1人 2人 3人 4人 5人以上

鷹巣地区 213 57.0% 143 49 10 11 0

合川地区 65 17.4% 28 15 15 6 1

森吉地区 60 16.0% 18 22 8 9 3

阿仁地区 36 9.6% 20 11 5 0 0

374 100.0% 209 97 38 26 4

－ － (55.9%) (25.9%) (10.2%) (7.0%) (1.1%)
合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

1人 2人 3人 4人 5人以上

1人

55.9%2人

25.9%

3人

10.2%

4人

7.0%

5人以上

1.1%
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② 入居者の地区別年齢構成 

市営住宅の入居者数は 639 人で、鷹巣地区が 315 人と全体の約 5 割を占めています。 

年代別では 60代が全体の 17.7％、70 代が 16.7％を占めています。 

地区別にみると、合川地区と森吉地区では 20 歳未満が 20％以上、阿仁地区では 70 代が

35.7％占めています。 

 

表 地区別年代別入居者状況 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 
図 地区別年代別入居者構成 

 
図 年代別入居者構成 

資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

入居者数 年齢層

（人） （割合） ～19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳～

鷹巣地区 315 49.3% 24 18 17 36 46 66 54 41 13

合川地区 130 20.3% 26 5 6 16 20 26 20 10 1

森吉地区 138 21.6% 36 8 10 26 24 15 13 6 0

阿仁地区 56 8.8% 5 1 2 7 10 6 20 4 1

639 100.0% 91 32 35 85 100 113 107 61 15

－ － (14.2%) (5.0%) (5.5%) (13.3%) (15.6%) (17.7%) (16.7%) (9.5%) (2.3%)
合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

～19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳～

～19歳

14.2%

20代

5.0%

30代

5.5%

40代

13.3%

50代

15.6%

60代

17.7%

70代

16.7%

80代

9.5%

90歳～

2.3%
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③ 入居世帯の地区別収入分位 

市営住宅のうち特定公共賃貸住宅（特公賃）と単独住宅を除いた住宅に住む世帯は 338 世

帯で、分位Ⅰ世帯が 7割を占めています。 

地区別では、鷹巣地区の分位Ⅰ世帯が約 8 割となっています。 

 

表 地区別収入分位の状況 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 
図 地区別収入分位別世帯構成 

 
図 収入分位別世帯構成 

資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

  

原則階級 裁量階級

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

（世帯）
0～

104,000

104,001～

123,000

123,001～

139,000

123,001～

158,000

158,001～

186,000

186,001～

214,000

214,001～

259,000

鷹巣地区 199 156 10 4 8 7 5 3 193 6

合川地区 62 38 5 3 4 2 3 3 58 4

森吉地区 41 23 1 1 2 2 6 2 37 4

阿仁地区 36 22 1 3 2 3 2 0 33 3

338 239 17 11 16 14 16 8 321 17

－ (70.7%) (5.0%) (3.3%) (4.7%) (4.1%) (4.7%) (2.4%) (95.0%) (5.0%)
合計

原則階級

裁量階級

合計

その他一般

階層(収入

超過者等)

入居

世帯数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ その他

Ⅰ

70.7%

Ⅱ

5.0%

Ⅲ

3.3%

Ⅳ

4.7%

Ⅴ

4.1%

Ⅵ

4.7%

Ⅶ

2.4%

その他

5.0%
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④ 市営住宅の入居状況 

令和 7年 4 月 1 日現在、市営住宅の空き家率は 28.5％となっています。 

 
資料：北秋田市（令和 7 年 4 月 1 日現在）  

地区 種別 住宅名 建設年度 棟数
管理

戸数

入居

戸数

空き

戸数
空家率

政策

空家

空家率
(政策空家除く)

53-55 S53～55 15 70 48 22 3

55 S55 8 8 8 0 0

28Ａ、B H28 2 8 7 1 0

29A、B、C、D、E H29 5 11 11 0 0

30A、B、C H30 3 10 10 0 0

1A、B、C、D R1 4 11 11 0 0

2A、B R2 2 7 6 1 0

3A、B R3 2 4 4 0 0

56-57 S56～57 4 24 14 10 1

58 S58 4 4 3 1 1

高野尻団地 11～14 H11～14 33 40 38 2 5.0% 0 5.0%

宮前町団地 H27 1 40 39 1 2.5% 0 2.5%

単独 H9 1 40 14 26 65.0% 2 60.0%

小計 84 277 213 64 23.1% 7 20.6%

52- S52 2 10 2 8 8

53- S53 10 10 1 9 9

明田団地 54-55 S54～55 17 17 12 5 29.4% 5 0.0%

56-57 S56～57 17 17 8 9 2

57- S57 1 2 1 1 0

58- S58 10 10 5 5 0

松ヶ丘団地 60、元 S60、64 15 15 9 6 40.0% 0 40.0%

下杉団地 S63 5 5 3 2 40.0% 1 20.0%

11- H11 3 10 9 1 0

12- H12 2 10 7 3 0

13- H13 1 2 1 1 0

上杉駅前団地 H18 3 5 4 1 20.0% 0 20.0%

特公 上杉団地 H9 6 6 3 3 50.0% 0 50.0%

小計 92 119 65 54 45.4% 25 24.4%

60- S60 6 6 6 0 0

A、B R6 4 4 4 0 0

陣場岱団地 H3 3 3 2 1 33.3% 0 33.3%

松山町団地 H4 6 6 5 1 16.7% 0 16.7%

御嶽団地 H5 5 10 4 6 60.0% 0 60.0%

伊勢ノ森団地 H8 10 10 6 4 40.0% 1 30.0%

上野第2団地 H10 4 4 4 0 0.0% 0 0.0%

伊勢ノ森第2団地 H10 4 4 4 0 0.0% 0 0.0%

冷水岱団地 H14 3 10 10 0 0.0% 0 0.0%

上野住宅 H9 1 6 3 3 50.0% 1 33.3%

陣場岱第2住宅 H10 2 4 4 0 0.0% 0 0.0%

諏訪岱団地 H11 4 4 3 1 25.0% 0 25.0%

米内沢駅前団地 H13 5 5 5 0 0.0% 0 0.0%

小計 57 76 60 16 21.1% 2 18.4%

比立内団地 55-56 S55～56 10 10 6 4 40.0% 0 40.0%

三両団地 S57 4 4 3 1 25.0% 0 25.0%

上岱団地 1、2 S62 6 6 5 1 16.7% 0 16.7%

上新町団地 1、2 S64、H6 5 10 4 6 60.0% 0 60.0%

畑町団地 A、B、C、D H21～22、R4 4 15 12 3 20.0% 0 20.0%

東裏団地 A、B、C R5 3 6 6 0 0.0% 0 0.0%

小計 32 51 36 15 29.4% 0 29.4%

265 523 374 149 28.5% 34 22.0%

公営住宅 246 458 342 116 25.3%

特定公共賃貸住宅 15 15 11 4 26.7%

市単独住宅 4 50 21 29 58.0%

阿仁
公営

6団地

合計 31団地

22.7%

8団地

森吉

公営

単独

特公

12団地

22.7%

長野岱団地 0.0%0.0%

0.0%

林岱団地 51.7% 44.8%

85.0%

サンコーポラスなかたい住宅

5団地

合川

公営

鳥屋岱団地

田の沢団地

鷹巣

公営

南鷹巣団地 18.6% 16.3%

胡桃館団地 39.3% 32.1%
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６．入居者アンケート調査 

（１）概要 

調査目的 

「第２期北秋田市公営住宅等長寿命化計画（中間見直し）」の検討資料とするため、

公営住宅等に入居している全世帯を対象に、現在の住まいの状況や住宅政策に関す

るお考えについて伺い、「住まい（住宅及び住環境）へのニーズ」を把握することを

目的とする。 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

調査対象 公営住宅に入居している全 370 世帯 

調査期間 令和 7 年 7月 7日（月）～令和 7年 7 月 25 日（金） 

回収状況 回収数：223 票、回収率：60.3％ 

 

（２）調査結果 

① 問 1 回答者の年齢 

回答者の年齢は、「70～74 歳」が 17.5％と最も多く、次いで「50～59 歳」が 15.7％、「75

～79 歳」が 14.3％と続きます。65歳以上が全体の 57.9％を占める一方、50歳未満は 12.1％

となっています。 

 
 

 

② 問 2 世帯の人数 

世帯の人数は、「１人」が 60.1％と最も多く、次いで「２人」が 22.9％、「３人」が 9.0％と

続きます。「１人」もしくは「２人」の少人数世帯が全体の 83.0％を占めています。 

 

  

回答数 割合

20～29歳 1 0.4%

30～39歳 4 1.8%

40～49歳 22 9.9%

50～59歳 35 15.7%

60～64歳 30 13.5%

65～69歳 28 12.6%

70～74歳 39 17.5%

75～79歳 32 14.3%

80歳以上 30 13.5%

無回答・無効回答 2 0.9%

合計 223 100.0%

0.4%
1.8%

9.9%

15.7%

13.5%

12.6%

17.5%

14.3%

13.5%

0.9%
20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

無回答・無効回答

（n=223）

回答数 割合

１人 134 60.1%

２人 51 22.9%

３人 20 9.0%

４人 15 6.7%

５人以上 1 0.4%

無回答・無効回答 2 0.9%

合計 223 100.0% 60.1%
22.9%

9.0%

6.7% 0.4% 0.9%

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答・無効回答

（n=223）
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③ 問 3 同居する高齢者の有無 

同居する（自身を含む）高齢者が「いる」世帯が 61.9％で、「いない」世帯の 37.7％を大き

く上回っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 問 4 同居する要介助者の有無 

同居する（自身を含む）要介助者が「いる」世帯が 6.3％、「いない」世帯は 91.5％となっ

ています。 

 
 

 

 

 

  

回答数 割合

いる 138 61.9%

いない 84 37.7%

無回答・無効回答 1 0.4%

合計 223 100.0%

回答数 割合

いる 14 6.3%

いない 204 91.5%

無回答・無効回答 5 2.2%

合計 223 100.0%

61.9%

37.7%

0.4%

いる

いない

無回答・無効回答

（n=223）

6.3%

91.5%

2.2%

いる

いない

無回答・無効回答

（n=223）
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⑤ 問 5 居住する団地 

回答者の居住団地は、「南鷹巣団地」が 29.1％と最も多く、次いで「宮前町団地」が 10.8％、

「高野尻団地」が 9.4％と続きます。 

 
 

 

 

  

回答数 割合

南鷹巣団地 65 29.1%

胡桃館団地 8 3.6%

高野尻団地 21 9.4%

サンコーポラスなかたい 11 4.9%

宮前町団地 24 10.8%

長野岱団地 7 3.1%

松山町団地 5 2.2%

御嶽団地 3 1.3%

伊勢ノ森団地 2 0.9%

伊勢ノ森第2団地 0 0.0%

上野住宅 2 0.9%

上野第2団地 3 1.3%

冷水岱団地 3 1.3%

陣場岱団地 1 0.4%

陣場岱第2住宅 3 1.3%

鳥屋岱団地 2 0.9%

明田団地 6 2.7%

林岱団地 12 5.4%

松ヶ丘団地 4 1.8%

下杉団地 2 0.9%

田の沢団地 14 6.3%

上杉駅前団地 2 0.9%

比立内団地 3 1.3%

三両団地 1 0.4%

上岱団地 4 1.8%

上新町団地 1 0.4%

畑町団地 4 1.8%

東裏団地 5 2.2%

諏訪岱団地 3 1.3%

米内沢駅前団地 1 0.4%

上杉団地 1 0.4%

無回答・無効回答 0 0.0%

合計 223 100.0%

2.7%

5.4%

1.8%

0.9%

6.3%

0.9%

1.3%

0.4%

1.8%

0.4%

1.8%

2.2%

1.3%

0.4%

0.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

明田団地

林岱団地

松ヶ丘団地

下杉団地

田の沢団地

上杉駅前団地

比立内団地

三両団地

上岱団地

上新町団地

畑町団地

東裏団地

諏訪岱団地

米内沢駅前団地

上杉団地

無回答・無効回答

（n=223）

29.1%

3.6%

9.4%

4.9%

10.8%

3.1%

2.2%

1.3%

0.9%

0.0%

0.9%

1.3%

1.3%

0.4%

1.3%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40%

南鷹巣団地

胡桃館団地

高野尻団地

サンコーポラスなかたい

宮前町団地

長野岱団地

松山町団地

御嶽団地

伊勢ノ森団地

伊勢ノ森第2団地

上野住宅

上野第2団地

冷水岱団地

陣場岱団地

陣場岱第2住宅

鳥屋岱団地

（n=223）
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⑥ 問 6 居住年数 

居住年数は、「3年以上～10 年未満」が 25.1％と最も多く、「10 年以上～20年未満」が 24.2％

と同程度の割合で続きます。以下、「20 年以上～30 年未満」が 18.4％、「3年未満」が 13.9％、

「30 年以上～40 年未満」が 8.5％、「40 年以上」が 8.1％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

⑦ 問 7 入居前の住まい 

市営住宅に入居する前の住まいは、「民間の賃貸住宅」が 28.7％と最も多く、次いで「市営

住宅等（県営・市町村営）」が 24.7％、「親や親戚の家」が 22.4％と続きます。「自分の持ち家」

は 13.5％となっています。 

 

 
 

  

回答数 割合

3年未満 31 13.9%

3年以上～10年未満 56 25.1%

10年以上～20年未満 54 24.2%

20年以上～30年未満 41 18.4%

30年以上～40年未満 19 8.5%

40年以上 18 8.1%

無回答・無効回答 4 1.8%

合計 223 100.0%

回答数 割合

自分の持ち家 30 13.5%

民間の賃貸住宅 64 28.7%

市営住宅等（県営・市町村営） 55 24.7%

社宅・寮 6 2.7%

親や親戚の家 50 22.4%

その他 12 5.4%

無回答・無効回答 6 2.7%

合計 223 100.0%

13.5%

28.7%

24.7%

2.7%

22.4%

5.4%
2.7%

自分の持ち家

民間の賃貸住宅

市営住宅等（県営・市町村営）

社宅・寮

親や親戚の家

その他

無回答・無効回答

（n=223）

13.9%

25.1%

24.2%

18.4%

8.5%

8.1%

1.8%

3年未満

3年以上～10年未満

10年以上～20年未満

20年以上～30年未満

30年以上～40年未満

40年以上

無回答・無効回答

（n=223）
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⑧ 問 8 部屋（住戸）に関する満足度 

肯定的な評価（「満足」と「まあ満足」を合計した割合）が高い項目は、「① 広さや部屋の

数」が 82.5％、「③ 手すりの設備や段差の解消」が 80.7％、「② 部屋の間取り」が 77.6％と

なっています。 

否定的な評価（「非常に不満」と「多少不満」を合計した割合）が高い項目は、「⑩ 断熱性」

が 40.8％、「⑭ メンテナンス（修繕等）」が 36.7％、「⑨ 遮音性」が 35.5％となっています。 

すべての項目で肯定的な評価の割合が否定的な評価の割合を上回っています。 

 
 

 
  

回答数 割合

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満
無回答・無

効回答
合計 満足 まあ満足 多少不満 非常に不満

無回答・無

効回答
合計

① 広さや部屋の数 99 85 24 8 7 223 44.4% 38.1% 10.8% 3.6% 3.1% 100.0%

② 部屋の間取り 85 88 35 8 7 223 38.1% 39.5% 15.7% 3.6% 3.1% 100.0%

③ 手すりの設備や段差の解消 91 89 16 10 17 223 40.8% 39.9% 7.2% 4.5% 7.6% 100.0%

④ 押入れ等の収納スペース 67 82 55 11 8 223 30.0% 36.8% 24.7% 4.9% 3.6% 100.0%

⑤ 台所の設備 73 82 49 13 6 223 32.7% 36.8% 22.0% 5.8% 2.7% 100.0%

⑥ 浴室の設備 77 64 45 29 8 223 34.5% 28.7% 20.2% 13.0% 3.6% 100.0%

⑦ 洗面所・脱衣室の設備 66 71 51 26 9 223 29.6% 31.8% 22.9% 11.7% 4.0% 100.0%

⑧ 便所の設備 77 73 42 24 7 223 34.5% 32.7% 18.8% 10.8% 3.1% 100.0%

⑨ 遮音性 56 76 53 26 12 223 25.1% 34.1% 23.8% 11.7% 5.4% 100.0%

⑩ 断熱性 56 65 55 36 11 223 25.1% 29.1% 24.7% 16.1% 4.9% 100.0%

⑪ 日当たりや風通しのよさ 68 96 34 16 9 223 30.5% 43.0% 15.2% 7.2% 4.0% 100.0%

⑫ 防犯性（玄関や窓など） 63 91 45 14 10 223 28.3% 40.8% 20.2% 6.3% 4.5% 100.0%

⑬ プライバシーの確保 59 99 37 19 9 223 26.5% 44.4% 16.6% 8.5% 4.0% 100.0%

⑭ メンテナンス（修繕等） 51 77 46 36 13 223 22.9% 34.5% 20.6% 16.1% 5.8% 100.0%

⑮ 現在の家賃額 64 96 50 7 6 223 28.7% 43.0% 22.4% 3.1% 2.7% 100.0%

44.4%

38.1%

40.8%

30.0%

32.7%

34.5%

29.6%

34.5%

25.1%

25.1%

30.5%

28.3%

26.5%

22.9%

28.7%

38.1%

39.5%

39.9%

36.8%

36.8%

28.7%

31.8%

32.7%

34.1%

29.1%

43.0%

40.8%

44.4%

34.5%

43.0%

10.8%

15.7%

7.2%

24.7%

22.0%

20.2%

22.9%

18.8%

23.8%

24.7%

15.2%

20.2%

16.6%

20.6%

22.4%

3.6%

3.6%

4.5%

4.9%

5.8%

13.0%

11.7%

10.8%

11.7%

16.1%

7.2%

6.3%

8.5%

16.1%

3.1%

3.1%

3.1%

7.6%

3.6%

2.7%

3.6%

4.0%

3.1%

5.4%

4.9%

4.0%

4.5%

4.0%

5.8%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 広さや部屋の数

② 部屋の間取り

③ 手すりの設備や段差の解消

④ 押入れ等の収納スペース

⑤ 台所の設備

⑥ 浴室の設備

⑦ 洗面所・脱衣室の設備

⑧ 便所の設備

⑨ 遮音性

⑩ 断熱性

⑪ 日当たりや風通しのよさ

⑫ 防犯性（玄関や窓など）

⑬ プライバシーの確保

⑭ メンテナンス（修繕等）

⑮ 現在の家賃額

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 無回答・無効回答

（n=223）
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⑨ 問 9 団地内に関する満足度 

肯定的な評価の割合が高い項目は、「⑥ ごみ置き場」が 81.2％、「⑦ 建物の外観（デザイ

ン）」が 70.9％、「⑩ 災害時の避難のしやすさ」が 69.5％となっています。 

否定的な評価の割合が高い項目は、「⑪ メンテナンス（修繕等）」が 39.5％、「⑧ 防犯性（団

地入口や敷地境界部等）」が 27.4％、「② 物置」が 26.0％となっています。 

すべての項目で肯定的な評価の割合が否定的な評価の割合を上回っています。 

 
 

 
※「③ 駐車場」「④ 駐車場料金」は有料駐車場利用者のみ回答 

 

  

回答数 割合

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満
無回答・無

効回答
合計 満足 まあ満足 多少不満 非常に不満

無回答・無

効回答
合計

① 団地内の広場、公園等 58 95 39 11 20 223 26.0% 42.6% 17.5% 4.9% 9.0% 100.0%

② 物置 64 85 40 18 16 223 28.7% 38.1% 17.9% 8.1% 7.2% 100.0%

③ 駐車場 22 13 14 7 167 223 9.9% 5.8% 6.3% 3.1% 74.9% 100.0%

④ 駐車場料金 19 20 9 3 172 223 8.5% 9.0% 4.0% 1.3% 77.1% 100.0%

⑤ 自転車置き場 43 48 30 12 90 223 19.3% 21.5% 13.5% 5.4% 40.4% 100.0%

⑥ ごみ置き場 91 90 13 10 19 223 40.8% 40.4% 5.8% 4.5% 8.5% 100.0%

⑦ 建物の外観（デザイン） 64 94 41 11 13 223 28.7% 42.2% 18.4% 4.9% 5.8% 100.0%

⑧ 防犯性（団地入口や敷地境界部等） 53 88 43 18 21 223 23.8% 39.5% 19.3% 8.1% 9.4% 100.0%

⑨ 団地内道路や通路の安全性 49 105 49 8 12 223 22.0% 47.1% 22.0% 3.6% 5.4% 100.0%

⑩ 災害時の避難のしやすさ 47 108 37 13 18 223 21.1% 48.4% 16.6% 5.8% 8.1% 100.0%

⑪ メンテナンス（修繕等） 37 77 57 31 21 223 16.6% 34.5% 25.6% 13.9% 9.4% 100.0%

26.0%

28.7%

9.9%

8.5%

19.3%

40.8%

28.7%

23.8%

22.0%

21.1%

16.6%

42.6%

38.1%

5.8%

9.0%

21.5%

40.4%

42.2%

39.5%

47.1%

48.4%

34.5%

17.5%

17.9%

6.3%

4.0%

13.5%

5.8%

18.4%

19.3%

22.0%

16.6%

25.6%

4.9%

8.1%

3.1%

1.3%

5.4%

4.5%

4.9%

8.1%

3.6%

5.8%

13.9%

9.0%

7.2%

74.9%

77.1%

40.4%

8.5%

5.8%

9.4%

5.4%

8.1%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 団地内の広場、公園等

② 物置

③ 駐車場

④ 駐車場料金

⑤ 自転車置き場

⑥ ごみ置き場

⑦ 建物の外観（デザイン）

⑧ 防犯性（団地入口や敷地境界部等）

⑨ 団地内道路や通路の安全性

⑩ 災害時の避難のしやすさ

⑪ メンテナンス（修繕等）

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 無回答・無効回答

（n=223）
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⑩ 問 10 団地の周辺環境に関する満足度 

肯定的な評価の割合が高い項目は、「① 緑の豊かさ」が 81.1％、「⑪ 地区の風紀や治安」

が 77.6％、「② まちの景観」が 77.2％となっています。 

否定的な評価の割合が高い項目は、「⑨ 道路の除雪」が 57.8％、「④ 病院や福祉施設の利

便性」が 44.8％、「③ 日常の買い物の利便性」が 39.0％となっています。 

「⑨ 道路の除雪」は、否定的な評価の割合が肯定的な評価の割合を上回っています。また、

「④ 病院や福祉施設の利便性」は、肯定的な評価の割合と否定的な評価の割合の差が小さく、

同程度となっています。 

 
 

 
 

  

回答数 割合

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満
無回答・無

効回答
合計 満足 まあ満足 多少不満 非常に不満

無回答・無

効回答
合計

① 緑の豊かさ 67 114 24 4 14 223 30.0% 51.1% 10.8% 1.8% 6.3% 100.0%

② まちの景観 57 115 31 3 17 223 25.6% 51.6% 13.9% 1.3% 7.6% 100.0%

③ 日常の買い物の利便性 51 77 56 31 8 223 22.9% 34.5% 25.1% 13.9% 3.6% 100.0%

④ 病院や福祉施設の利便性 38 72 68 32 13 223 17.0% 32.3% 30.5% 14.3% 5.8% 100.0%

⑤ 通勤・通学の利便性 41 84 29 20 49 223 18.4% 37.7% 13.0% 9.0% 22.0% 100.0%

⑥ 公民館や図書館の利便性 44 91 46 17 25 223 19.7% 40.8% 20.6% 7.6% 11.2% 100.0%

⑦ 子どもの遊び場や公園 29 80 52 20 42 223 13.0% 35.9% 23.3% 9.0% 18.8% 100.0%

⑧ 火災、地震、水害等に対する安全性 43 91 52 21 16 223 19.3% 40.8% 23.3% 9.4% 7.2% 100.0%

⑨ 道路の除雪 29 56 67 62 9 223 13.0% 25.1% 30.0% 27.8% 4.0% 100.0%

⑩ 騒音や大気汚染 51 105 41 9 17 223 22.9% 47.1% 18.4% 4.0% 7.6% 100.0%

⑪ 地区の風紀や治安 51 122 29 8 13 223 22.9% 54.7% 13.0% 3.6% 5.8% 100.0%

30.0%

25.6%

22.9%

17.0%

18.4%

19.7%

13.0%

19.3%

13.0%

22.9%

22.9%

51.1%

51.6%

34.5%

32.3%

37.7%

40.8%

35.9%

40.8%

25.1%

47.1%

54.7%

10.8%

13.9%

25.1%

30.5%

13.0%

20.6%

23.3%

23.3%

30.0%

18.4%

13.0%

1.8%

1.3%

13.9%

14.3%

9.0%

7.6%

9.0%

9.4%

27.8%

4.0%

3.6%

6.3%

7.6%

3.6%

5.8%

22.0%

11.2%

18.8%

7.2%

4.0%

7.6%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 緑の豊かさ

② まちの景観

③ 日常の買い物の利便性

④ 病院や福祉施設の利便性

⑤ 通勤・通学の利便性

⑥ 公民館や図書館の利便性

⑦ 子どもの遊び場や公園

⑧ 火災、地震、水害等に対する安全性

⑨ 道路の除雪

⑩ 騒音や大気汚染

⑪ 地区の風紀や治安

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 無回答・無効回答

（n=223）
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⑪ 問 11 居住継続意向 

今の団地、もしくは市営住宅等への居住意向は、「ずっと住み続けたい」が 38.6％と最も多

く、「当分住み続けたい」の 34.1％と合わせると全体の 72.7％を占めています。 

「転居したいが予定はない」が 10.8％、「近いうちに転居する」が 2.7％で、転居意向を持

つ回答者は 13.5％となっています。 

 
 

 

 

 

  

回答数 割合

ずっと住み続けたい 86 38.6%

当分住み続けたい 76 34.1%

転居したいが予定はない 24 10.8%

近いうちに転居する 6 2.7%

わからない 20 9.0%

無回答・無効回答 11 4.9%

合計 223 100.0%

38.6%

34.1%

10.8%

2.7% 9.0%

4.9%

ずっと住み続けたい

当分住み続けたい

転居したいが予定はない

近いうちに転居する

わからない

無回答・無効回答

（n=223）
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⑫ 問 12 住み続けたい理由（複数回答） 

居住意向を持つ回答者が団地に住み続けたい理由は、「住み慣れた所だから」が 67.9％と最

も多く、次いで「家賃が安いから」が 38.3％、「経済的に転居が無理だから」が 37.7％となっ

ています。 

 
 

 
※その他と無回答以外の選択肢を回答数の多い順に並べ替えて表示 

  

回答数 割合

住み慣れた所だから 110 67.9%

家賃が安いから 62 38.3%

経済的に転居が無理だから 61 37.7%

住宅に満足しているから 34 21.0%

商店などの買い物に便利だから 24 14.8%

北秋田市が好きだから 22 13.6%

親（子）が近くに住んでいるから 20 12.3%

交通の便に恵まれているから 13 8.0%

親戚や知人が多いから 12 7.4%

緑や公園などの周辺環境に恵まれているから 8 4.9%

学校や病院などの周辺環境に恵まれているから 7 4.3%

親と同居しているから 3 1.9%

団地内の施設に満足しているから 3 1.9%

その他 5 3.1%

無回答 6 3.7%

合計 390 －

67.9%

38.3%

37.7%

21.0%

14.8%

13.6%

12.3%

8.0%

7.4%

4.9%

4.3%

1.9%

1.9%

3.1%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80%

住み慣れた所だから

家賃が安いから

経済的に転居が無理だから

住宅に満足しているから

商店などの買い物に便利だから

北秋田市が好きだから

親（子）が近くに住んでいるから

交通の便に恵まれているから

親戚や知人が多いから

緑や公園などの周辺環境に恵まれているから

学校や病院などの周辺環境に恵まれているから

親と同居しているから

団地内の施設に満足しているから

その他

無回答

（n=162）
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⑬ 問 13 転居を考える理由（複数回答） 

転居意向を持つ回答者が団地からの転居を考える理由は、「その他」が 40.0％と最も多く、

次いで「住宅が老朽化してきたため」が 30.0％、「住宅内の施設や設備が不満だから」が 26.7％、

「交通の便が悪いから」が 20.0％となっています。 

  
 

 
※その他と無回答以外の選択肢を回答数の多い順に並べ替えて表示 

  

回答数 割合

住宅が老朽化してきたため 9 30.0%

住宅内の施設や設備が不満だから 8 26.7%

交通の便が悪いから 6 20.0%

持家がほしいから 5 16.7%

家賃が高いから 5 16.7%

買い物が不便だから 5 16.7%

高齢者が住みづらいため 5 16.7%

故郷で暮らしたいから 3 10.0%

住宅の周辺環境が不満だから 2 6.7%

子供の教育のため 2 6.7%

近所に知人が少ないから 1 3.3%

自動車等の騒音公害を避けるため 0 0.0%

転勤や仕事の都合のため 0 0.0%

経済的に余裕が出てきたから 0 0.0%

その他 12 40.0%

無回答 1 3.3%

合計 64 －

30.0%

26.7%

20.0%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

10.0%

6.7%

6.7%

3.3%

0.0%

0.0%

0.0%

40.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

住宅が老朽化してきたため

住宅内の施設や設備が不満だから

交通の便が悪いから

持家がほしいから

家賃が高いから

買い物が不便だから

高齢者が住みづらいため

故郷で暮らしたいから

住宅の周辺環境が不満だから

子供の教育のため

近所に知人が少ないから

自動車等の騒音公害を避けるため

転勤や仕事の都合のため

経済的に余裕が出てきたから

その他

無回答

（n=30）

＜その他の主な記述回答＞ 

・除雪関連 4 票 

・収入超過 2 票 

・隣人トラブル関連 2 票 
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⑭ 問 14 転居先 

転居意向を持つ回答者が選ぶ転居先は、「北秋田市内」が 60.0％と最も多く、次いで「秋田

県外」が 20.0％、「秋田県内」が 13.3％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 問 15 転居先の住まい 

転居意向を持つ回答者が選ぶ転居先の住まいは、「民間の賃貸住宅」が 26.7％と最も多く、

次いで「一戸建て持家」が 23.3％、「他市町村の市営住宅等」が 16.7％となっています。 

 
 

  

回答数 割合

北秋田市内 18 60.0%

秋田県内 4 13.3%

秋田県外 6 20.0%

海外 0 0.0%

無回答・無効回答 2 6.7%

合計 30 100.0%

回答数 割合

一戸建て持家 7 23.3%

分譲マンション 0 0.0%

民間の賃貸住宅 8 26.7%

他市町村の市営住宅等 5 16.7%

社宅や社員寮 0 0.0%

間借り、下宿 0 0.0%

親や親族の家 4 13.3%

その他 2 6.7%

無回答・無効回答 4 13.3%

合計 30 100.0%

60.0%
13.3%

20.0%

0.0%
6.7%

北秋田市内

秋田県内

秋田県外

海外

無回答・無効回答

（n=30）

23.3%

0.0%

26.7%

16.7%
0.0%

0.0%

13.3%

6.7%

13.3%

一戸建て持家

分譲マンション

民間の賃貸住宅

他市町村の市営住宅等

社宅や社員寮

間借り、下宿

親や親族の家

その他

無回答・無効回答

（n=30）
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⑯ 問 16 希望する団地改善手法 

団地を改善する場合に希望する手法は、「大規模でなく個別修繕にとどめてほしい」が

27.8％と最も多く、次いで「改善する必要はない（今のままで良い）」が 27.4％、「建替えはせ

ずに、大規模修繕にしてほしい」が 22.4％と続きます。「家賃が上がっても、建替えをしてほ

しい」は 9.4％と最も少なくなっています。 

 

 
 

 

  

回答数 割合

家賃が上がっても、建替えをしてほしい 21 9.4%

建替えはせずに、大規模修繕にしてほしい 50 22.4%

大規模でなく個別修繕にとどめてほしい 62 27.8%

改善する必要はない（今のままで良い） 61 27.4%

その他 9 4.0%

無回答・無効回答 20 9.0%

合計 223 100.0%

9.4%

22.4%

27.8%

27.4%

4.0%
9.0%

家賃が上がっても、建替えをしてほしい

建替えはせずに、大規模修繕にしてほしい

大規模でなく個別修繕にとどめてほしい

改善する必要はない（今のままで良い）

その他

無回答・無効回答

（n=223）
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⑰ 問 17 建替えにあたって望む点（複数回答） 

建替えを希望する回答者が望む改善点は、「駐車スペースの確保」が 38.1％と最も多く、次

いで「住宅全体の火災や地震に対する防災性の向上」が 33.3％、「住戸内や住宅内の階段等の

手すりや段差の解消」と「その他」が 23.8％となっています。 

  
 

 
※その他と無回答以外の選択肢を回答数の多い順に並べ替えて表示 

 

 

  

回答数 割合

駐車スペースの確保 8 38.1%

住宅全体の火災や地震に対する防災性の向上 7 33.3%

住戸内や住宅内の階段等の手すりや段差の解消 5 23.8%

住宅の広さや部屋数の多さ 4 19.0%

福祉施設の併設等高齢者への配慮 3 14.3%

建物のデザインや住宅の景観の向上 1 4.8%

敷地内への公園の併設 0 0.0%

その他 5 23.8%

無回答 2 9.5%

合計 35 －

38.1%

33.3%

23.8%

19.0%

14.3%

4.8%

0.0%

23.8%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

駐車スペースの確保

住宅全体の火災や地震に対する防災性の向上

住戸内や住宅内の階段等の手すりや段差の解消

住宅の広さや部屋数の多さ

福祉施設の併設等高齢者への配慮

建物のデザインや住宅の景観の向上

敷地内への公園の併設

その他

無回答

（n=21）

＜その他の記述回答＞（各 1 票） 

・平屋建て、水洗トイレの住宅 

・除雪場所の確保 

・身体障害者対応 

・断熱性向上 

・湿気対策 
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⑱ 問 18 大規模修繕にあたって望む点（複数回答） 

大規模修繕を希望する回答者が望む改善点は、「台所・浴室・便所など水回りの設備の改修」

が 68.0％と最も多く、次いで「クロスや建具などの内装の改修」が 32.0％、「建物の外壁や住

宅内の施設の改修、物置の設置等」が 28.0％となっています。 

 
 

 
※その他と無回答以外の選択肢を回答数の多い順に並べ替えて表示 

 

 

  

回答数 割合

台所・浴室・便所など水回りの設備の改修 34 68.0%

クロスや建具などの内装の改修 16 32.0%

建物の外壁や住宅内の施設の改修、物置の設置等 14 28.0%

電気容量の向上、ＴＶ出力端子の増設 6 12.0%

建物の耐震性や防災性能の向上 6 12.0%

住宅の広さや部屋数の増加 4 8.0%

押入れ等の収納スペースの増加 2 4.0%

手すりの設置や段差の解消 0 0.0%

その他 6 12.0%

無回答 3 6.0%

合計 91 －

68.0%

32.0%

28.0%

12.0%

12.0%

8.0%

4.0%

0.0%

12.0%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80%

台所・浴室・便所など水回りの設備の改修

クロスや建具などの内装の改修

建物の外壁や住宅内の施設の改修、物置の設置等

電気容量の向上、ＴＶ出力端子の増設

建物の耐震性や防災性能の向上

住宅の広さや部屋数の増加

押入れ等の収納スペースの増加

手すりの設置や段差の解消

その他

無回答

（n=50）
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７．公営住宅等に関する課題 

（１）市民の重要な住宅セーフティネットとしての公営住宅の供給 

公営住宅は、市民が健康で文化的な生活を営むために、住宅に困窮する低額所得者に対し

て低廉な家賃で賃貸することにより、市民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与しています。 

少子高齢化により需要は減少する見込みとなっていますが、今後も市民の重要な住宅セー

フティネットとして、市営住宅等を確保していく必要があります。 

 

（２）需要や状況等に応じた適切な戸数の供給 

本市では、公営住宅等を 31 団地 265 棟 523 戸管理しており、入居不可空家を除いた入居

率は 76.5％と、年々低下しています。 

人口減少や少子高齢化の進行が予測されることから、公営住宅等の管理にあたっては、需

要や状況等を把握しながら、適切な戸数を供給していく必要があります。 

 

（３）公営住宅等の適切な維持管理・更新等が必要 

人口減少や少子高齢化に伴い、税収等の確保が難しくなることが予測されます。一方、公営

住宅等の 42.6％が耐用年限を超過しており、30.0％が耐用年限の 1/2 以上耐用年限未満であ

ることから、除却や建替え、大規模な改善が必要な時期を迎えています。 

そのため、計画的な改修や長寿命化のための修繕を行い、中長期的に維持管理・更新等にか

かる費用の削減と予算の平準化を図っていく必要があります。 

 

（４）住宅ニーズへの対応 

公営住宅等の入居世帯の状況をみると、単身世帯が全体の約６割を占めているものの、公

営住宅等の住戸規模や住戸タイプをみると、少人数向けの住戸は比較的少ない状況です。 

改善や建替えにあたっては、単身向けの住戸の確保など、引き続き、入居希望者や入居者の

住宅ニーズに合った住戸の供給が必要です。 

また、民間賃貸住宅の活用の促進も有効であると考えられます。 

 

（５）入居者意向調査を踏まえた事業手法の検討 

市営住宅入居者アンケートでは、「今の団地、若しくは市営住宅等にこれからも住み続けた

いか」聞いたところ、居住継続意向が 7割強を占めています。 

また、「あなたがお住いの団地の将来について」聞いたところ、“大規模修繕ではなく個別修

繕にとどめてほしい”、“改善する必要はない（今のままで良い）”、“建替えはせずに、大規模

修繕にしてほしい”が 8割弱となっており、“家賃は上がっても、建替えをしてほしい”を大き

く上回っています。 

そのため、今後の老朽団地の事業手法については、入居者の要望や居住ニーズを踏まえた

対応が求められます。  
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第２章 長寿命化に関する基本方針 

 

１．ストックの状況の把握及び日常的な維持管理の方針 

長期的に良質な市営住宅等のストックを形成していくためには、常に市営住宅等の実態を

把握していくことが必要です。以下の方針に基づき、定期点検・日常点検・修繕の実施・デー

タ管理を行います。 

・管理する公営住宅等の整備・管理データを住棟単位で整理します。 

・公営住宅等の定期点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施します。 

・公営住宅等の住棟単位の修繕履歴データを整備し、随時、履歴を確認できる仕組みを整理

します。 

 

２．長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

上記を行った上で、安全性、居住性、省エネルギー性が低い住宅等に対しては、ライフサイ

クルコストの縮減に配慮しながら、安全性の確保、居住性の向上、省エネルギー対応、福祉対

応、躯体の長寿命化等を図るため、以下の方針に基づき、改善事業（個別改善、全面的改善）

を実施します。 

・対処療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実

施することによって、公営住宅等の長寿命化を図ります。 

・仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践による修繕

周期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・修繕標準周期に先立って定期点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に

防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげます。 

・老朽化し、かつ需要増の見込めない団地については、他団地に集約化するとともに解体を

すすめ、管理コストの削減を図ります。 
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第３章 長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

１．市営住宅ストック活用の手法 

市営住宅等の事業手法は、平成 28（2016）年 8月に改訂された公営住宅等長寿命化計画策

定指針（以下、「新指針」という。）に基づき、「建替」、「改善（全面的改善・個別改善）」、「維

持管理」、「用途廃止」の４つとします。それぞれの内容は以下のとおりです。 

 

表 各事業手法における基本的な考え方 

事業 
手法 

内容 管理期間の目安 

建替 
現存する市営住宅等を除却し、その敷地に新たに市営住宅等を建設するものを
「建替」とします。 

耐用年限を経過したもの 
・耐火構造：70 年 
・準耐火構造：45 年 
・木造：30 年 

改善 

全
面
的
改
善 

市営住宅等の住棟単位又は団地単位で、躯体以外の内装や設備等の住戸
内部における全面的な改善または、以下の個別改善内容を同時に大部分
にわたって改善を行うものを「全面的改善」とします。 

建築後 30 年を経過して
おり、事業後、概ね 30 年
以上管理する予定のもの 

個
別
改
善 

全面的改善によらず、市営住宅等の質の向上のために、以下の改善・改修
を個別に行うものを「個別改善」とします。 
 

居住性向上型 
市営住宅等における利便性、衛生、快適性等の居住性の
向上のための設備等の改善 

福祉対応型 
高齢者、障害者等の市営住宅等又はサービス付き高齢者
向け住宅等における居住の円滑化のための設備等の改
善 

安全性確保型 
市営住宅等の耐震性、耐火性等安全性を確保するための
設備等の改善 

長寿命化型 
市営住宅等の劣化防止、耐久性向上及び維持管理の容易
化のための設備等の改善 

脱炭素 
社会対応型 

市営住宅等の省エネルギー性向上及び再生可能エネル
ギー導入のための設備等の改善 

子育て世帯 
支援型 

市営住宅等における子育て世帯の優先入居を行うため
の設備等の改善 

 

事業後、概ね 10 年間管理
する予定のもの 

維持 
管理 

次の市営住宅等の効用を維持するために行うものを「維持管理」とします。 
・経常修繕 
破損部品の修理や取り替えなど、日常的に行われる小規模な修繕や緊急時に対
応する修繕 
・計画修繕 
建物や部品の耐用年数や実際の劣化状況から判断し、修繕周期等に基づき計画
的に行う修繕 

 

用途 
廃止 

建設後、一定の年月を経て老朽化が進み、かつ居住環境を維持することが困難
と認められる市営住宅等を用途廃止し、敷地を他の用途に活用するものを「用
途廃止」とします。 
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２．事業手法の選定フロー 

事業手法の選定においては、新指針の選定フローに基づき進めます。 

 
図 事業手法の選定フロー  
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３．事業手法の選定における評価・判定基準 

前項の流れを踏まえ、本市における判定項目、並びに選定基準を次のとおりとします。 

表 事業手法の選定基準 1/2 

判定 判定・評価項目 評価基準 
評価 
結果 

１
次
判
定 

(2)-1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

ⅰ）需要 空家率・空室数 

空家率20％以下、又は空室5室以内（政策空家を除
く） 

○ 

空家率21％以上、又は空室6室以上（政策空家を除
く） 

× 

ⅱ）効率性 

用途地域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域以
外(用途地域無指定は除く) 

○ 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 × 

敷地形状 
整形 ○ 

不整形 × 

規模 
2,000㎡以上 ○ 

2,000㎡未満 × 

判定 
上記３項目のうち２つ以上が〇 〇 

それ以外 × 

ⅲ）立地 

生活利便性 

公共交通機関、公益施設、生活利便施設、教育施設
が1km圏内（４つのうち、３つ以上が〇） 

○ 

公共交通機関、公益施設、生活利便施設、教育施設
が1km圏外（その他） 

× 

地域バランス 
近接公営住宅が1km圏外 ○ 

近接公営住宅が1km圏内 × 

災害危険区域 
災害危険区域外 ○ 

災害危険区域内 × 

判定 
上記３項目のうち２つ以上が〇 〇 

それ以外 × 

(2)-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

ⅰ） 
躯体・避難の安全性に係る
改善の必要性 

耐震基準 

新耐震基準（木造の場合2000年基準後）、 
もしくは耐震診断の結果耐震性あり 

○ 

旧耐震基準（木造の場合2000年基準前）、 
もしくは耐震診断の結果耐震性なし 

× 

二方向避難 
避難可能（１階の建物は自動的に〇） ○ 

避難不可能 × 

防火区域 
防火区域確保 ○ 

防火区域未確保 × 

判定 
上記３項目全てが〇 不要 

それ以外 必要 

ⅰ)で
不要 

ⅱ） 
居住性に係る改善の
必要性 

最低居住面積水準 
3人世帯で住戸面積40㎡以上 ○ 

3人世帯で住戸面積40㎡未満 × 

省エネルギー性 
（断熱性能） 

断熱性能あり ○ 

断熱性能なし × 

バリアフリー性 
（高齢者対応 
バリアフリー化） 

整備済（３項目全てが〇） ○ 

未整備（それ以外） × 

３点給湯 
＆水洗トイレ 

台所・浴室・洗面所に給湯あり＆水洗トイレ ○ 

台所・浴室・洗面所に給湯なし又は非水洗トイレ × 

判定 
上記４項目全てが〇 不要 

それ以外 必要 

ⅰ)で
必要 

ⅲ） 
躯体・避難の安全性
に係る改善の可能性 

計画年次における
耐用年限 

耐用年限未満 可能 

耐用年限経過 不可能 
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表 事業手法の選定基準 2/2 

判定 判定・評価項目 評価基準 
評価 
結果 

２
次
判
定 

(3)-1 Ａ：LCC比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

LCC比較 
改善事業費の方が安い 

縮減効果 
あり 

建替事業費の方が安い 
縮減効果 

なし 

(3)-2 Ｂ：将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

新規整備の検討 

将来ストック量の推計結果
を踏まえ「維持管理する団
地」又は「当面管理する団
地」の判定 

需要 

空家率20％以下、又は空室5室以内（政策空家を除
く） 

○ 

空家率21％以上、又は空室6室以上（政策空家を除
く） 

× 

高度利用の可能性 
用途地域、敷地形状、土地規模を満たす 〇 
用途地域、敷地形状、土地規模を満たさない × 

災害危険区域 
災害危険区域外 ○ 

災害危険区域内 × 

LCC比較 
改善事業費の方が安い 

縮減効果 
あり 

建替事業費の方が安い 
縮減効果 

なし 

３
次
判
定 

(4)-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

・団地単位での効率的活用、集約・再編等の可能性、周辺道路の整備等を踏まえ、判定を変更するか否か決定 

(4)-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

・中長期的な期間（30年程度）のうちに想定される新規整備、改善、建替等に係る年度別事業費を試算 
・事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、事業実施時期を調整し再度試算 

(4)-3 長期的な管理の見通しの作成 

・事業内容、実施時期の方針の検討 
・事業内容の調整や事業費の平準化を行い、事業内容、実施時期の方針決定 

(4)-4 計画期間における事業手法の決定 

・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内における最終的な事業手法を決定 
・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的改善かを決定 

 

  



 

35 

４．事業手法の選定 

（１）将来のストック量の推計 

新指針に基づき、新指針と共に配布された「世帯数推計支援プログラム（改良版）」と「住

宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム」（以下「ストック推計プログラム」という。）を活

用し、市営住宅等の需要の見通しを推計します。 

ストック推計プログラムは、各種統計データを用い、将来のある時点における全ての借家

（市営住宅等だけではなく、民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する「市営住宅等の入居資

格世帯数（※１）」と「著しい困窮年収水準未満の世帯数（※２）」を算出します。 

ストック量の推計（※３）は、推計結果を参考にしつつ、既存の公営住宅の管理戸数や需要状

況等を踏まえて、次頁に示すステップにより設定します。 

なお、この推計値は、そのまま将来必要な公営住宅ストック量を示すものではないことか

ら、必要管理戸数は、この結果を目安として捉えつつ、既存公営住宅の管理戸数や需要の状況

を踏まえて設定します。 

 

※１：市営住宅等の入居資格世帯数 

（1）政令月収 15.8 万円以下の借家世帯で、同居親族のいる世帯及び 1 人世帯のうち 60 歳以上の世帯 

（2）政令月収 15.8 万円以上 21.4 万円以下の借家世帯で、60 歳以上の 1 人世帯または、60 歳以上の夫婦のみ世

帯または、子どもが 6 歳未満の子育て世帯 

※２：著しい困窮年収水準未満の世帯数 

市営住宅等の入居資格世帯のうち、自力では適正な水準の住まいを適正な負担で確保することが困難と見込

まれる世帯の数 

※３：ストック推計は、平成 27（2015）年国勢調査を基に、令和 2（2020）年から令和 27（2045）年までの推計値

が 5 年ごとに算出される。 
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図 ストック推計による「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計フロー 

 

  

【ステップ０】北秋田市の将来世帯数の推計 

国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口（平成 30年推計）、秋田県世帯主率（平成 31

年）をもとに、北秋田市の世帯主率を推定し、世帯数を推計。 

実績値 推計値 

平成 27 年 

(2015 年) 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 7 年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

令和 27 年 

(2045 年) 

12,162 11,318 10,399 9,581 8,654 7,679 6,651 
 

  

【ステップ１】世帯人員・収入五分位階級別借家世帯数の推計 

住宅・土地統計調査（平成 20，25，30年）における実績値から収入分位・世帯人員別借家世帯数を

推計し、家計調査による世帯人員・収入五分位階級別借家世帯数を推計。 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 7 年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

令和 27 年 

(2045 年) 

1,726 1,607 1,496 1,363 1,218 1,062 
 

 

【ステップ２】公営住宅の入居資格のある世帯数の推計 

公営住宅収入基準を満たす世帯のうち、公営住宅の入居基準を満たす世帯（家族の年齢、構成）を

抽出し、公営住宅の入居資格のある世帯数を推計。 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 7 年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

令和 27 年 

(2045 年) 

754 684 623 558 492 424 
 

 

【ステップ３】公営住宅の入居資格のある世帯のうち「著しい困窮年収未満世帯数」の推計 

世帯人員別最低居住面積水準の民間賃貸住宅に居住するために必要な年収から、必要年収未満の世

帯数の割合を算出し、著しい困窮年収未満世帯数を推計。 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 7 年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

令和 27 年 

(2045 年) 

243 229 210 191 170 147 
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「市営住宅等の入居資格世帯数」は、令和 7（2025）年の 684 世帯から、約 5 年後の令和

12（2030）年には 623世帯へと減少し、減少率は 8.92％となります。 

令和 7（2025）年の市営住宅等の管理戸数である 523 戸に、この減少率を乗じると、令和

12（2030）年は 476戸と推計されます。 

本市は住宅総数における民営借家の割合やセーフティネット住宅が周辺他都市に比べて少

ないため、ライフステージやライフスタイルなどに応じた住替えにおいて、市営住宅等の活

用も期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ストック推計による「公営住宅の入居資格世帯数」と「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

 

一方、市営住宅等の空家率は令和 1（2018）年は 21.7％でしたが、令和 7（2025）年には

28.5％に上昇しています。 

そのため、推計結果をひとつの参考としながらも、入居率や応募状況、市営住宅等の立地や

劣化の状況なども考慮し、集約や用途廃止なども視野に入れながら、必要管理戸数を検討す

るものとします。 

 

以上より、概ねの計画年次である令和 12 年度の必要管理戸数（※４）を 438戸と設定します。 

 

 

 

※４：必要管理戸数は、あくまでも計画年次の管理戸数の目安。管理戸数を減らす場合、用途廃止のために入居者を

強制退去させるのではなく、新規募集を停止し、入居者が全員退去した時点で除却を行うものとする。  

概ねの計画年次（令和 12 年度） 438 戸 
市営住宅の 

必要管理戸数 

754

684

623

558

492

424

243 229
210

191
170

147

0
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800

令和2年度央

（2020）

令和7年度央

（2025）

令和12年度央

（2030）

令和17年度央

（2035）

令和22年度央

（2040）

令和27年度央

（2045）

公営住宅の入居資格世帯数（Ｙ） 著しい困窮年収水準未満の世帯数（Ｘ）（世帯）

● 

523 戸 ● 

476戸 
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（２）１次判定 

１次判定では、「（２）－1：団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」

と「（２）－2：住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の２つの視点から事業

手法を仮設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業手法の選定フロー（1 次判定） 
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（２）－１：団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

この判定では、「ⅰ）需要」、「ⅱ）効率性」、「ⅲ）立地」の 3 つの評価基準をもとに、「継続

管理する団地」または「継続管理について判断を留保する団地」の 2 つに分類します。 

全ての項目で「〇」のみの場合は「継続管理する団地」、1 つでも「×」がある場合は「継

続管理について判断を留保する団地」と判定します。 

 

表 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性の検討結果に応じた事業手法の仮設定 

ⅰ）需要 

空家率・空室率 

〇 
空家率 20％以下、又は空室 5 室

以内（政策空家を除く） 
× 

空家率 21％以上、又は空室 6 室

以上（政策空家を除く） 

ⅱ）効率性（以下 3 項目のうち〇が 2 つ以上で〇） 

用途地域 

〇 

第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域以外(用途地域

無指定は除く) 

× 

一種低層住居専用地域、第二種低

層住居専用地域 

敷地形状 

〇 整形 × 不整形 

規模 

〇 2,000㎡以上 × 2,000㎡未満 

ⅲ）立地（以下 3 項目のうち〇が 2 つ以上で〇） 

生活利便性 

〇 

公共交通機関、公益施設、生活

利便施設、教育施設が 1km 圏内

（４つのうち、３つ以上が〇） 

× 

公共交通機関、公益施設、生活

利便施設、教育施設が 1km 圏外

（その他） 

地域バランス 

〇 近接公営住宅が 1km圏外 × 近接公営住宅が 1km圏内 

災害危険区域 

〇 災害危険区域外 × 災害危険区域内 

 

〇のみ 

 

 

×あり 

 

継続管理する団地 継続管理について判断を留保する団地 

 

1.南鷹巣団地、3.高野尻団地、4.宮前町団地、 

6.鳥屋岱団地、7.明田団地、11.田の沢団地、 

12.上杉駅前団地、13.上杉団地、21.冷水岱団地、

25.米内沢駅前団地、26.比立内団地、28.上岱団地、

30.畑町団地、31.東裏団地 

 

2.胡桃館団地、 

5.サンコーポラスなかたい住宅、8.林岱団地、 

9.松ヶ丘団地、10.下杉団地、14.長野岱団地、 

15.陣場岱団地、16.松山町団地、17.御嶽団地、 

18.伊勢ノ森団地、19.上野第 2 団地、 

20.伊勢ノ森第 2 団地、22.上野住宅、 

23.陣場岱団地、24.諏訪岱団地、27.三両団地、 

29.上新町団地 

 

計 331 戸 計 192 戸 
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（２）－２：住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

この判定では、「ⅰ）躯体・避難の安全性に係る改善の必要性」、「ⅱ）居住性に係る改善の

必要性」、「ⅲ）躯体・避難の安全性に係る改善の可能性」の 3つの評価基準をもとに、「改善

不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的な対応が必要（改善不可

能）」の 4 つに分類します。 

 

表 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の検討結果に応じた事業手法の仮設定 

ⅰ）躯体・避難の安全性に係る改善の必要性（以下 3 項目全てが〇で〇） 

耐震基準 

〇 

新耐震基準（木造の場合 2000年

基準後）、もしくは耐震診断の結

果耐震性あり 

× 

旧耐震基準（木造の場合 2000年

基準前）、もしくは耐震診断の結

果耐震性なし 

二方向避難 

〇 避難可能（１階は自動的に〇） × 避難不可能 

防火区画 

〇 防火区域確保 × 防火区域未確保 

〇のみ：改善不要 ×あり：改善必要 

ⅱ）居住性に係る改善の必要性 ⅲ）躯体・避難の安全性に係る改善の可能性 

最低居住面積水準 

計画年次における耐用年限 

〇 あり × なし 

省エネルギー性（断熱性能） 

〇 あり × なし 

バリアフリー性 

〇 あり × なし 

3 点給湯＆水洗トイレ 

〇 あり × なし 〇 耐用年限未満 × 耐用年限経過 

〇のみ ×あり 〇のみ ×あり 

改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要（改

善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

1③.南鷹巣団地 

3②.高野尻団地 
4.宮前町団地 
11②.田の沢団地 
12.上杉駅前団地 
14②.長野岱団地 
21.冷水岱団地 
30.畑町団地 

31.東裏団地 

2②.胡桃館団地 
3①.高野尻団地 
5.サンコーポラス 

なかたい住宅 
8.林岱団地 
9.松ヶ丘団地 
10.下杉団地 
11①.田の沢団地 
13.上杉団地 
14①.長野岱団地 
15.陣場岱団地 
16.松山町団地 
17.御嶽団地 
18.伊勢ノ森団地 
19.上野第２団地 
20.伊勢ノ森第２団地 
22.上野住宅 
23.陣場岱第２団地 
26②.比立内団地 
27.三両団地 

28.上岱団地 

29.上新町団地 

25.米内沢駅前団地 
24.諏訪岱団地 

 

1①.南鷹巣団地 

1②.南鷹巣団地 
2①.胡桃館団地 
6.鳥屋岱団地 
7.明田団地 

26①.比立内団地 

計 170 戸 計 200 戸 計 9 戸 計 144 戸 
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（２）－３：１次判定結果 

 

これまでの判定を総括すると、１次判定結果は以下の通りとなります。事業手法の定まら

ない A グループ及び B グループと判定された団地・住棟については、２次判定を行います。 

 

表 社会的特性及び物理的特性の検討結果に応じた事業手法の仮設定 
物理的特性 

 

 

社会的特性 

改善不要 改善が必要 

優先的な 

対応が必要 

（改善可能） 

優先的な 

対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理 
する団地 

 
 

維持管理 

 
 

改善、又は建替 

 
 

優先的な改善、 
又は優先的な建替 

 

 
 

優先的な建替 

 

1③.南鷹巣団地 
3②.高野尻団地 
4.宮前町団地 
11②.田の沢団地 
12.上杉駅前団地 
21.冷水岱団地 
30.畑町団地 
31.東裏団地 

3①.高野尻団地 
11①.田の沢団地 
13.上杉団地 
26②.比立内団地 
28.上岱団地 

25.米内沢駅前団
地 

1①.南鷹巣団地 

1②.南鷹巣団地 
6.鳥屋岱団地 
7.明田団地 
26①.比立内団地 

計 166 戸 計 40 戸 計 5 戸 計 120 戸 

継続管理に
ついて 

判断を留保
する団地 

 
 

維持管理、 
又は用途廃止 

 
 

改善、建替、 
又は用途廃止 

 
 

優先的な改善、 
優先的な建替、 
又は優先的な用途廃止 

 

 
 

優先的な建替、 
又は優先的な用途廃止 

14②.長野岱団地 2②.胡桃館団地 
5.サンコーポラスなかたい住宅 
8.林岱団地 
9.松ヶ丘団地 
10.下杉団地 
14①.長野岱団地 
15.陣場岱団地 
16.松山町団地 
17.御嶽団地 
18.伊勢ノ森団地 
19.上野第２団地 
20.伊勢ノ森第２団地 
22.上野住宅 
23.陣場岱第２団地 
27.三両団地 
29.上新町団地 

24.諏訪岱団地 2①.胡桃館団地 

計 4 戸 計 160 戸 計 4 戸 計 24 戸 

 

  

Ａグループ 

Ｂグループ 
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（３）２次判定 

２次判定では、１次判定においてＡグループ、Ｂグループとなった団地・住棟について、グ

ループ別に事業手法の仮設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業手法の選定フロー（2 次判定） 
 

（３）－１：LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

Ａグループと判定した団地・住棟については、改善事業を実施する場合と、建替事業を実施

する場合の LCC（ライフサイクルコスト）比較や計画期間内での計画期間内での建替事業試

算により、事業手法を「改善」又は「建替」と仮設定します。 

木造（耐用年限 30 年）の住宅については、計画期間内に耐用年限を 10 年超過するかどう

かにより、改善による長寿命化の可能性を判定します。 

 

（３）－２：将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

B グループと判定した団地・住棟については、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優

先順位を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするのか、将来的には他団地との集

約等により用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とする

かで判定を行い、事業手法を仮設定します。 

余剰分は、用途廃止と仮設定した団地（2②胡桃館団地、8 林岱団地、10 下杉団地、27 三

両団地＝42 戸、24 諏訪岱団地、2①胡桃館団地＝28 戸 計 70 戸）のほか、計画年次までに

建替えを行う団地（6 鳥屋岱団地、7 明田団地、26①比立内団地＝42 戸、26②比立内団地、

28 上岱団地＝11 戸 計 53 戸）などにおいて戸数を調整するものとします。 
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（３）－３：２次判定結果 

LCC 比較や将来のストック量を踏まえた判定結果から、事業手法について、以下のように

仮設定をします。 

 

表 2 次判定結果 

物理的特性 

 

 

社会的特性 

改善不要 改善が必要 

優先的な 

対応が必要 

（改善可能） 

優先的な 

対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理 
する団地 

維持管理 改善 建替 優先的な改善 
又は優先的な建替 

優先的な建替 

1③.南鷹巣団地 
3②.高野尻団地 
4.宮前町団地 
11②.田の沢団地 
12.上杉駅前団地 
21.冷水岱団地 
30.畑町団地 
31.東裏団地 

3①.高野尻団地 
11①.田の沢団地 
13.上杉団地 

26②.比立内団地 
28.上岱団地 

25.米内沢駅前団
地 

1①.南鷹巣団地 

1②.南鷹巣団地 
6.鳥屋岱団地 

7.明田団地 
26①.比立内団地 

計 166 戸 計 29 戸 計 11 戸 計 5 戸 計 120 戸 

当面管理 
する団地 

当面 
維持 
管理 

用途 
廃止 

改善し 
当面維持管理 

用途廃止 優先的に改善し
当面維持管理 

又は優先的な用途廃止 

優先的な 
用途廃止 

14②.長

野岱団

地 

該当 

なし 

5.サンコーポラ
スなかたい住
宅 

9.松ヶ丘団地 
14①.長野岱団地 
15.陣場岱団地 
16.松山町団地 
17.御嶽団地 
18.伊勢ノ森団地 
19.上野第２団地 
20.伊勢ノ森第２

団地 
22.上野住宅 
23.陣場岱第２ 
団地 
29.上新町団地 

2②.胡桃館団地 
8.林岱団地 
10.下杉団地 
27.三両団地 

24.諏訪岱団地 2①.胡桃館団地 

計 4 戸 計 0 戸 計 118 戸 計 42 戸 計 4 戸 計 24 戸 
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（４）３次判定 

1 次判定では社会的特性、物理的特性による判定を行いました。また、2次判定では、コス

トや必要量を考慮して判定を行いましたが、これまでの判定指標には考慮されなかった地域

が持つ固有の制約条件などにより、判定された手法が合理的ではない場合も考えられます。 

３次判定では、「集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の判定」と「事業

費の試算及び事業の実施時期の調整検討」し、事業手法の総合的な判定・見直しを行いまし

た。下表は 3 次判定結果を示しており、判定・見直しを行った団地名に着色しています。 

 

表 3 次判定結果 

維持管理 改善 建替 用途廃止 

1①.南鷹巣団地 

1③.南鷹巣団地 
2①.胡桃館団地 
3①.高野尻団地 
3②.高野尻団地 
4.宮前町団地 
9.松ヶ丘団地 
11①.田の沢団地 
11②.田の沢団地 
12.上杉駅前団地 

13.上杉団地 
14①.長野岱団地 
14②.長野岱団地 
15.陣場岱団地 
16.松山町団地 
17.御嶽団地 
18.伊勢ノ森団地 
19.上野第２団地 
20.伊勢ノ森第２団地 
21.冷水岱団地 
22.上野住宅 
23.陣場岱第２団地 
24.諏訪岱団地 
25.米内沢駅前団地 
28.上岱団地 
29.上新町団地 
30.畑町団地 
31.東裏団地 

5.サンコーポラスなか

たい住宅 

7.明田団地 1②.南鷹巣団地 

2②.胡桃館団地 
6.鳥屋岱団地 
8.林岱団地 
10.下杉団地 

26①.比立内団地 

26②.比立内団地 

27.三両団地 

計 386 戸 計 40 戸 計 17 戸 計 80 戸 

 

凡例 

   の団地：（４）-1-①団地単位での効率的活用による見直し（４団地） 

   の団地：（４）-1-②集約・再編等の可能性による見直し（３団地） 

   の団地：（４）-2事業費の試算及び事業実施時期の調整検討による見直し（３団地）  
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（４）－１：集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

1 次・2 次判定を踏まえて、周辺の再編等の検討対象となりうる団地や、異なる事業手法に

判定された住棟が混在する団地については、効率的な事業を実施するため、必要に応じた再

判定を行います。 

 

① 団地単位での効率的活用 

同じ団地内で異なる事業手法に判定された４団地については、より効率的なストック活用

の可能性について検討します。 

団地名 理由 

1②.南鷹巣団地 

同団地での建替事業が進むものの、鷹巣地区での空家数の増加に伴う管

理戸数の減少も求められることから、一部を「優先的な建替」から将来的

な「用途廃止」へと見直します。 

2①.胡桃館団地 
簡易耐火の経過年数が 2～3年と比較的短いため、「用途廃止」から「維持

管理」へと見直します。 

3①.高野尻団地 比較的経過年数が短いため、「改善」から「維持管理」へと見直します。 

11①.田の沢団地 比較的経過年数が短いため、「改善」から「維持管理」へと見直します。 

 

② 集約・再編等の可能性 

一定の地域において複数の団地が存在する場合等には、地域の実情を踏まえて、集約・再編

等の可能性を検討します。 

団地名 理由 

6.鳥屋岱団地 用途廃止後、建替えを実施する「7.明田団地」へ集約します。 

26①.比立内団地 

26②.比立内団地 

阿仁地区の供給率（地区における市営住宅の供給戸数／地区の世帯数）が

4.3％と、4地区平均の 3.7％を上回るため、「優先的な建替」から「用途

廃止」へと見直します。 

28.上岱団地 
経過年数が 10年を超過しているものの、阿仁地区内には新たに整備した

団地もあるため、「建替」から「維持管理」へと見直します。 

 

なお、上記２つの視点のほか、「周辺道路の整備」「仮住居の確保」「まちづくりへの対応の

可能性」「他の事業主体との連携」についても、事業手法を実施する際に、個別に検討します。 
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（４）－２：事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される事業等に係る事業費を試算します。また、

事業量及び事業費が偏在しないよう各事業の実施時期を調整します。 

事業費の試算にあたっての単価は、本市における過去の実績値より、下表のように設定し

ます。なお、建替えの優先順位は、耐用年限超過年数によって判断します。 

表 事業費の試算に向けた条件整理 

事業内容 対象団地 単価 実施時期 

建替 
木造、耐火、 

簡易耐火 
2,500 万円/戸 

耐用年限超過後、優先順位に

従って順次実施 

長寿命化型改善（屋上防水、

外壁塗装、配管等更新） 
耐火、簡易耐火 600 万円/戸 建設年度の古いものから順

次実施 
長寿命化型改善（外壁塗装等） 木造 500 万円/戸 

 

（４）－３：長期的な管理の見通しの作成 

前項での検討結果を踏まえ、作成した長期的な管理の見通しを以下に示します。 

計画期間内については、確定している団地を示します。 

一方、中期、長期に関しては、概ね該当時期に対応が必要な団地を示しており、今後の公営

住宅等長寿命化計画において、「用途廃止」も含めて具体的に定めるものとします。 

表 長期的な管理の見通し 

 

計画期間内 

（2020-2029） 

（R2-R11） 

中期 

（2030-2039） 

（R12-R21） 

長期 

（2040-2049） 

（R22-R31） 

建
替
実
施
時
期 

 
1③.南鷹巣団地（済） 4 戸 1①.南鷹巣団地 70 戸 2①.胡桃岱団地 24 戸 

7.明田団地 12 戸 9.松ヶ丘団地 15 戸 3.高野尻団地 40 戸 

14②.長野岱団地（済） 4 戸 14①.長野岱団地 6 戸 11.田の沢団地 22 戸 

30.畑町団地（済） 2 戸 15.陣場岱団地 3 戸 13.上杉団地（特） 6 戸 

31.東裏団地（済） 6 戸 16.松山町団地 6 戸 18.伊勢ノ森団地 10 戸 

  17.御嶽団地 10 戸 19.上野第 2 団地 4 戸 

  28.上岱団地 6 戸 20.伊勢ノ森第 2 団地 4 戸 

  29.上新町団地 10 戸 21.冷水岱団地 10 戸 

    22.上野住宅（単） 6 戸 

    23.陣場岱第 2 住宅（単） 4 戸 

    24.諏訪岱団地（特） 4 戸 

    25.米内沢駅前団地（特） 5 戸 

計 28戸 計 126戸 計 139戸 
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（４）－４：計画期間における事業手法の決定 

長期的な見通しに基づき、本計画期間内における最終的な事業手法を以下に示します。 

計画期間では、管理戸数を 438戸として、耐用年限以上又は築 50 年以上の老朽化住宅の更

新を行い、老朽化率の改善に取り組みます。 

 

表 計画期間内における事業手法 

事業手法 対象団地 
基準年次に 

おける管理戸数 

計画年次における 

必要管理戸数（※４） 

改善 5.サンコーポラスなかたい住宅 40戸 40戸 

建替 7.明田団地 17戸 12戸 

用途廃止 

1②.南鷹巣団地 

2②.胡桃館団地 

6.鳥屋岱団地 

8.林岱団地 

10.下杉団地 

26①.比立内団地 

26②.比立内団地 

27.三両団地 

80戸 0戸 

維持管理 上記以外の団地 386戸 386戸 

市管理計  523戸 438戸 

※４：（再掲）必要管理戸数は、あくまでも計画年次の管理戸数の目安。管理戸数を減らす場合、用途廃止のために

入居者を強制退去させるのではなく、新規募集を停止し、入居者が全員退去した時点で除却を行うものとする。 
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（５）事業手法の選定結果 

地域 種別 NO 住宅名 構造 
管理戸数 

（戸） 

空き家数 

（戸） 

建設年度 

（年度） 

耐用年限 

超過年数 

（R11 時点） 

1 次判定結果 ２次判定結果 
集約・再編等 

の可能性 
3 次判定 

本計画期間内に

おける事業手法 

鷹
巣
地
区 

公営 1① 南鷹巣団地 簡易耐火 70 22 S53-55 4-6 優先的な建替 優先的な建替 ― 優先的な建替 維持管理 

 1②  木造 8 0 S55 19 優先的な建替 優先的な建替 団地単位の効率的活用 用途廃止 用途廃止 

 1③  木造 51 2 H28-R3 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 2① 胡桃館団地 簡易耐火 24 11 S56-58 2-3 
優先的な建替、又は優先

的な用途廃止 
優先的な用途廃止 団地単位の効率的活用 維持管理 維持管理 

 2②  木造 4  S58 16 改善、建替、又は用途廃止 用途廃止 ― 用途廃止 用途廃止 

公営 3① 高野尻団地 木造 13 2 H11-12 0 改善、又は建替 改善 団地単位の効率的活用 維持管理 維持管理 

 3②  木造 27  H13-14 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 4 宮前町団地 RC 造（中耐） 40 1 H27 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

単独 5 
サンコーポラス 

なかたい住宅 
RC 造（高耐） 40 26 H9 - 改善、建替又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 改善 改善 

合
川
地
区 

公営 6 鳥屋岱団地 簡易耐火、木造 20 17 S52-53 7、21 優先的な建替 優先的な建替 集約・再編の可能性 用途廃止 用途廃止 

公営 7 明田団地 木造 17（-5） 5 S54-55 19-20 優先的な建替 優先的な建替 ― 建替 建替 

公営 8 林岱団地 木造、簡易耐火 29 15 S56-58 2-18 改善、建替、又は用途廃止 用途廃止 ― 用途廃止 用途廃止 

公営 9 松ヶ丘団地 木造 15 6 S60、H1 10-14 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 10 下杉団地 木造 5 2 S63 11 改善、建替、又は用途廃止 用途廃止 ― 用途廃止 用途廃止 

公営 11① 田ノ沢団地 木造 10 1 H11-12 0 改善、又は建替 改善 団地単位の効率的活用 維持管理 維持管理 

 11②  木造 12 4 H13 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 12 上杉駅前団地 木造 5 1 H18 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

特公 13 上杉団地 木造 6 3 H9 2 改善、又は建替 改善 ― 改善 維持管理 

森
吉
地
区 

公営 14① 長野岱団地 木造 6 0 S60 14 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

 14②  木造 4 0 R6 - 維持管理、又は用途廃止 当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 15 陣場岱団地 木造 3 1 H3 8 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 16 松山町団地 木造 6 1 H4 7 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 17 御嶽団地 木造 10 6 H5 6 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 18 伊勢ノ森団地 木造 10 4 H5 3 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 19 上野第２団地 木造 4 0 H10 1 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 20 伊勢ノ森第２団地 木造 4 0 H10 1 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 21 冷水岱団地 木造 10 0 H14 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

単独 22 上野住宅 木造 6 3 H9 2 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

単独 23 陣場岱第２住宅 木造 4 0 H10 1 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

特公 24 諏訪岱団地 木造 4 1 H11 0 

優先的な改善、優先的な

建替、又は優先的な用途

廃止 

優先的に改善し当面

維持管理又は優先的

な用途廃止 

― 
優先的に改善し 

当面維持管理 
維持管理 

特公 25 米内沢駅前団地 木造 5 0 H13 - 
優先的な改善、又は優先

的な建替 
優先的な改善 ― 優先的な改善 維持管理 

阿
仁
地
区 

公営 26① 比立内団地 木造 5 4 S55 19 優先的な建替 優先的な建替 
集約・再編の可能性 

用途廃止 用途廃止 

 26②  木造 5  S56 18 改善、又は建替 建替 用途廃止 用途廃止 

公営 27 三両団地 木造 4 1 S57 17 改善、建替、又は用途廃止 用途廃止 ― 用途廃止 用途廃止 

公営 28 上岱団地 木造 6 1 S62 12 改善、又は建替 建替 集約・再編の可能性 維持管理 維持管理 

公営 29 上新町団地 木造 10 6 H1、H6 5、10 改善、建替、又は用途廃止 改善し当面維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 30 畑町団地 木造 15 3 H21-R4 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

公営 31 東裏団地 木造 6 0 R5 - 維持管理 維持管理 ― 維持管理 維持管理 

合計 - - - - 523 149 - - - -  - - 
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第４章 点検、計画修繕、改善事業、建替事業の実施方針 

１．点検の実施方針 

（１）法定点検の実施方針 

市営住宅等の安全性を適正に保つためには、定期点検により各施設等の劣化を正確に把握

し、それに対応して維持管理していくことが必要です。 

法定点検の対象となっている住棟は、引き続き、法令に基づく適切な点検を実施します。法

定点検対象外の住棟においては、建築基準法第 12 条の規定に準じて法定点検と同様の点検を

計画します。 

法定点検 

建築基準法第 12 条では、3 階以上かつ 1,000 ㎡以上の住棟について、定期的に損傷、腐食

その他劣化の状況を点検することを義務付けています。 

 

（２）日常点検の実施方針 

目視により確認することが容易な部位については、不具合への迅速な対応を図る観点から、

必要に応じて日常点検を実施します。 

法定点検の項目にはない、遊具、外構、自転車置き場等についても、市営住宅等の適切な維

持管理のために状況を把握することが必要な対象については、日常点検において点検するこ

ととします。 

日常点検 

日常点検は年 1回程度、「公営住宅等日常点検マニュアル（2016 年（平成 28 年 8 月）国土

交通省住宅局住宅総合整備課）に則り実施するもので、建築基準法第 12条で規定する有資格

者以外による実施も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：「公営住宅等日常点検マニュアル」 

図表 定期点検・日常点検の位置づけ 

法定点検(従来通り) 
法定点検(従来通り) 

原則として内容、方法等は 
法定点検と同じ 

法定点検の対象となる公営住宅等 法定点検の対象外の公営住宅等 

定期点検 

＋補完 ＋補完 

 
日常点検 
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（３）点検結果の活用 

定期点検の結果は、「公営住宅等維持管理データベース（※５）」を活用して記録し、修繕・維

持管理の的確な実施や次回の点検に役立てることとします。 

 

※５：国土交通省住宅局住宅総合整備課が平成 28 年 8 月に公開。定期点検及び日常点検の結果や、修繕等の工事履

歴を入力できるデータベース。 

 

２．計画修繕の実施方針 

本計画による修繕対応としては、各住棟の経年劣化に応じて、標準的な修繕周期を踏まえ

た定期点検や経常的な修繕を適切に計画していくことが必要になります。点検結果及びデー

タベース等の内容を踏まえ、予防的な観点から計画修繕を実施することが重要なことから、

本計画における中長期的な視点により、将来見込まれる修繕工事の内容、修繕時期、費用等に

ついてあらかじめ想定しておくこととします。 

また、将来的に建替予定としている団地については、残存耐用年数や修繕項目の修繕周期

等も踏まえて改善・修繕事業の要否を判断し、場合によっては実施しないことも可能としま

す。  
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図表 修繕周期表 1/4 
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図表 修繕周期表 2/4 
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図表 修繕周期表 3/4 
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図表 修繕周期表 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公営住宅長寿命化計画策定指針(改定)平成 28 年 8 月－国土交通省 
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３．改善事業の実施方針 

（１）改善事業の基本的な考え方 

ストック活用の判定により「改善」と判定された住棟について「公営住宅等ストック総合改

善事業対象要項」に基づき、計画期間内に実施する改善事業について、実施方針及びその内容

を以下の区分にしたがって整理します。 

 

（２）改善事業の対象項目 

一定の居住性や安全性等が確保されており、長期的な活用を図るべき住棟において、建物

の耐久性向上、LCC 縮減、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全

的な改善を実施します。 

表 改善事業の対象項目 

 住戸改善 共用部改善 屋外・外構改善 

長寿命化型改善 

・浴室の防水性向上に資

する工事 

・配管の耐久性向上に資

する工事 等 

・躯体・屋上・外壁・配管

の耐久性向上 

・避難施設の耐久性向上

等 

・配管の耐久性・耐食性向

上に資する工事 等 

 

（３）計画期間中に改善事業を実施する団地 

計画期間中の改善事業は、以下の市営住宅において実施します。 

 

表 計画期間中に改善事業を実施する団地 

団地名 長寿命化型改善事業 

5．サンコーポラスなかたい住宅 
外壁改修工事、給水設備改修 

（2028（令和 10）年度予定） 
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４．建替事業・用途廃止の実施方針 

（１）建替事業の基本的な考え方 

「建替」を一斉に実施することは財政上また入居者の仮住居の確保などの困難が予想され

ます。事業実施にあたっては事業量の平準化を図りつつ、効率的な建替計画を策定する必要

があります。 

また、「建替」を実施する場合、将来の必要管理戸数の推計から適正規模の建替えとすると

ともに、管理の効率化の観点から小規模団地の集約化の検討やコミュニティバランスの形成、

社会福祉施設等の導入の検討なども行います。 

さらに、「建替」では、多大な事業費が必要となることから、将来的な民間住宅の借上げ・

買取制度の導入、建設段階における PFI 事業の導入検討など、民間活力の導入を目指し、市

の財政負担の軽減を図る方策についても検討を行うものとします。 

 

表 計画期間中に建替事業を実施する団地 

団 地 名 

＜期間内に実施済み＞ 

1③．南鷹巣団地、14②．長野岱団地、30．畑町団地、31．東裏団地 

 

＜実施中＞ 

7．明田団地 

 

（２）用途廃止の基本的な考え方 

「用途廃止」と判定した団地は、長期的な視点に基づき、計画的かつ段階的に用途廃止を推

進し、市営住宅等ストックの最適化を図ります。 

用途廃止対象団地においては、新規入居を停止し、退去後の住戸を政策空家として管理し

ながら、計画的に団地の空家化を進めます。また、団地の集約や建替えに伴い移転を行う場合

は、移転先の確保及び入居者の移転を完了させた後に、用途廃止手続きを実施します。 

用途廃止後の解体、譲渡、または他用途への転用等については、入居者の意向や地域のまち

づくり方針等との整合を図り、総合的に検討します。 

なお、集約や建替えに伴い移転が必要となる世帯に対しては、入居者保護の観点から、計画

内容及び移転手続きに関する住民説明会を開催するなど、適切な情報を提供します。 

また、個別の生活状況やニーズに対応した移転先を検討するため、希望移転先の意向調査

を実施し、円滑な移転を支援します。 

 
表 計画期間中に用途廃止を実施する団地 

団 地 名 

1②．南鷹巣団地、  2②．胡桃館団地、  6．鳥屋岱団地、  8．林岱団地、 

10．下杉団地、  26．比立内団地、  27．三両団地 
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第５章 長寿命化のための事業実施予定一覧 

１．計画修繕・改善事業の実施予定一覧【様式１】 

 

  

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧

　事業主体名：　秋田県北秋田市

　住宅の区分：　公営住宅　・　特定公共賃貸住宅　・　地優賃（公共供給）　・　改良住宅　・　その他（単独住宅）

法定点検
法定点検に
準じた点検 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

サンコーポラス
なかたい住宅

40
高層
耐火

H9 R8
改善

（長寿命化型） 3,927

注１）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

注２）ＬＣＣ縮減効果欄は、長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する住棟に関して記載する。

住棟
番号

戸数
建設
年度

修繕・改善事業の内容 LCC

縮減効果

(千円/年)
備考団 地 名 構造

次期点検時期
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２．新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧【様式２】 

 

  
事業主体名：秋田県北秋田市　

法定
点検

法定点検に
準じた点検

明田 54 7
木造
平屋

S54 R3 R7～ 5,089 鳥屋岱団地を集約

明田 55 10
木造
平屋

S55 R4 R8～ 5,089 鳥屋岱団地を集約

注）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

LCC
（千円/年）

次期点検時期

備考
新規又は建替
整備予定年度

住宅の区分： 公営住宅 ・特定公共賃貸住宅 ・地優賃（公共供給） ・改良住宅 ・その他

団 地 名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度
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３．共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等）【様式３】 

 

  

【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等）

　事業主体名：　

　住宅の区分：　公営住宅　・特定公共賃貸住宅　・地優賃（公共供給）　・改良住宅　・その他（　　　　　　　　）

法定点検
法定点検に
準じた点検

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

注）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

備考

維持管理・改善事業の内容

団 地 名 共同施設名 建設年度

次期点検時期

該当する団地・住棟なし 
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第６章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

新指針に示されている LCC 算出の考え方に基づき、LCC 算定プログラムを活用し、３次

判定の結果、「新規整備事業及び建替事業」と判定した住棟における LCC、「長寿命化型改善

事業、全面的改善事業」と判定した住棟における LCC の縮減効果を算出します。 

１．新規整備事業及び建替事業における LCC 

３次判定の結果、「新規整備」の団地はないため、「建替事業」判定した住棟における LCC

を確認します。 

表 改善事業の対象項目 

団 地 名 戸数 構造 建設年度 
LCC縮減効果 
（千円/年） 

7.明田団地 12 
木造 

平屋 
R11年度までに

実施予定 
10,178 

※建替後の建物は「木造平屋２戸建」と仮定します。 

※表中の LCC は、建替する 12 戸の累計年間 LCC を示しており、以下の手順で算出しています。 

① 1 戸あたりの LCC ：25,444,650 円 

② １戸あたりの年間 LCC ：①÷ 30 年（耐用年数）＝ 848,155 円/戸・年 

③ 12 戸の累計年間 LCC ：②× 12 戸＝10,177,860 円/年（10,178 千円/年） 

２．改善事業における LCC の縮減効果 

３次判定の結果、「全面的改善事業」と判定した団地はないため、「長寿命化型改善事業」と

判定した住棟の LCC の縮減効果を確認します。 

以下の設定条件において、各住棟における改善の内容で長寿命化型改善事業を実施する場

合と実施しない場合の「建設から次回の建替えまでに要する年当たりのコスト」を算定し、そ

れらのコストを比較して削減効果の有無を判断します。「LCC縮減効果」がプラス（1円以上）

であれば、「改善事業」への投資が適切であると判断します。 

表 改善事業の LCC 算定における条件 

条件区分 条件 

A：計画前 
耐火構造の住棟を 50年間使用する前提で、活用期間（過去及び将来）における

「修繕費」と「建設費（推定再建築費）」で構成する年間の平均コスト 

B：計画後 

耐火構造の住棟を 70年間活用する前提で、活用期間における「改善事業費」と

過去及び将来における「修繕費」および「活用期間終了時点での建設費（推定再

建築費）」で構成する年間の平均コスト 

年平均改善額 
A－Bで求められる長寿命化改善事業の効果額（実施時期の異なる事業の費用と便

益を比較するため、現在価値で算出） 

上記の設定条件で算定した結果、全ての住棟において LCC の縮減効果が確認されました。

LCC の縮減額の合計は 3,927 千円／年となります。 

表 改善事業（長寿命化型）の LCC 縮減額の算出 

団 地 名 戸数 構造 建設年度 
LCC縮減効果 
（千円/年） 

縮減効果 

5.サンコーポラス 

なかたい住宅 
40 耐火 H9 3,927 あり 
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公営住宅等の状況（令和 8（2026）年 3月 1日） 
 

表 市営住宅等一覧 

 
資料：北秋田市（令和 8 年 3 月 1 日現在） 

  

うち政策

空家

1 鷹巣 公営 南鷹巣団地 木造、簡易耐火 1、2 S53～55

木造 1 H28～R3

2 胡桃館団地 木造、簡易耐火 1、2 S56～58 8 28 17 11 2

3 高野尻団地 木造 1 H11～12

H13～14

4 宮前町団地 中層耐火 4 H27 1 40 40 0 0

5 単独 サンコーポラスなかたい住宅 高層耐火 5 H9 1 40 18 22 2

小計 5団地 84 277 219 58 7

6 合川 公営 鳥屋岱団地 木造、簡易耐火 1 S52～53 12 20 2 18 18

7 明田団地 木造 1 S54～55 16 18 8 6 6

木造 1 R7

8 林岱団地 木造、簡易耐火 1 S56～58 28 29 14 15 2

9 松ヶ丘団地 木造 1 S60、H1 15 15 9 6 0

10 下杉団地 木造 1 S63 5 5 3 2 1

11 田の沢団地 木造 1、2 H11～12

1 H13

12 上杉駅前団地 木造 1 H18 3 5 5 0 0

13 特公 上杉団地 木造 1 H9 6 6 2 4 0

小計 8団地 91 120 62 54 27

14 森吉 公営 長野岱団地 木造 1 S60

R6

15 陣場岱団地 木造 1 H3 3 3 2 1 0

16 松山町団地 木造 2 H4 6 6 5 1 0

17 御嶽団地 木造 1 H5 5 10 6 4 0

18 伊勢ノ森団地 木造 2 H5 10 10 6 4 1

19 上野第2団地 木造 1 H10 4 4 4 0 0

20 伊勢ノ森第2団地 木造 2 H10 4 4 4 0 0

21 冷水岱団地 木造 1 H14 3 10 10 0 0

22 単独 上野住宅 木造 1 H9 1 6 3 3 1

23 陣場岱第2住宅 木造 1 H10 2 4 4 0 0

24 特公 諏訪岱団地 木造 2 H11 4 4 4 0 0

25 米内沢駅前団地 木造 2 H13 5 5 5 0 0

小計 12団地 57 76 63 13 2

26 阿仁 公営 比立内団地 木造 1 S55～56 10 10 6 4 0

27 三両団地 木造 1 S57 4 4 3 1 0

28 上岱団地 木造 1 S62 6 6 5 1 0

29 上新町団地 木造 2 H1、H6 5 10 4 6 0

30 畑町団地 木造 1 H21～22

R4

31 東裏団地 木造 1 R5 3 6 6 0 0

小計 6団地 32 51 36 15 0

合計 31団地 264 524 380 140 36

公営住宅 245 459 344 111 33

特定公共賃貸住宅 15 15 11 4 0

市単独住宅 4 50 25 25 3

空家戸数

(戸)
No. 地区 種別 団地名 構造 階数 建設年度

棟数

(棟)

管理戸数

(戸)

入居戸数

(戸)

33 40 38 2 0

41 129 106 23 3

10 10 10 0 0

6 22 19 3 0

4 15 12 3 0

目標年次における耐用年限の経過状況

耐用年限の1/2未満：147戸

耐用年限1/2以上耐用年限未満：51戸

耐用年限以上：326戸
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用語集 

 

住宅ストック ある時点で存在する全ての住宅の総数を指します。新築・中古、使用中・

空き家を問わず、建物として存在している住宅全てが含まれます。 

特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、中堅所得世帯

で住宅に困っている方のための公的な賃貸住宅です。 

単独住宅 国の補助を受けずに建設・管理している住宅、又は、譲渡を受けた住宅

です。申込方法は市営住宅と同様ですが、入居時の条件が異なります。 

市営住宅等の入居資

格世帯数 

政令月収 15.8 万円以下の借家世帯で、同居親族のいる世帯及び 1 人世

帯のうち 60歳以上の世帯 

政令月収 15.8 万円以上 21.4 万円以下の借家世帯で、60 歳以上の 1 人

世帯または、60 歳以上の夫婦のみ世帯または、子どもが 6 歳未満の子育

て世帯 

著しい困窮年収水準

未満の世帯数 

市営住宅等の入居資格世帯のうち、自力では適正な水準の住まいを適

正な負担で確保することが困難と見込まれる世帯の数 

建替 現存する市営住宅等を除却し、その敷地に新たに市営住宅等を建設す

ること。 

改善 全面的改善とは、市営住宅等の住棟単位又は団地単位で、躯体以外の内

装や設備等の住戸内部における全面的な改善または、以下の個別改善内

容を同時に大部分にわたって改善を行うこと。 

個別改善とは、全面的改善によらず、市営住宅等の質の向上のために、

改善・改修を個別に行うこと。「個別改善」には、居住性向上型、福祉対

応型、安全性確保型、長寿命化型、脱炭素社会対応型、子育て世帯支援型

があります。 

維持管理 市営住宅等の効用を維持するために行うこと。 

経常修繕とは、破損部品の修理や取り替えなど、日常的に行われる小規

模な修繕や緊急時に対応する修繕のことです。 

計画修繕とは、建物や部品の耐用年数や実際の劣化状況から判断し、修

繕周期等に基づき計画的に行う修繕のこと。 

用途廃止 建設後、一定の年月を経て老朽化が進み、かつ居住環境を維持すること

が困難と認められる市営住宅等を用途廃止し、敷地を他の用途に活用す

ること。 

ライフサイクルコス

ト（Life-Cycle Cost） 

あるプロジェクトや製品がそのライフサイクル全体にわたって発生す

るすべてのコストを指します。これには、初期コスト（建設費用）、運用

コスト、維持管理コスト、修繕コスト、廃棄コストなどが含まれます。国

土交通省では、これらのコストを総合的に評価し、最小化することを目指

しています。 

 



 

63 

事業手法の選定フロー 
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公営住宅に入居されている方へのアンケート調査票 
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